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第３３回あわら市議会定例会議事日程 

 

第 １ 日 

平成２０年９月２日（火） 
午前９時３０分開議 

 

１．開会の宣告 

１．市長招集あいさつ 

１．開議の宣告 

１．諸般の報告 

１．行政報告 

 

日程第 １ 会議録署名議員の指名 

日程第 ２ 会期の決定 

日程第 ３ 議案第６７号 平成１９年度あわら市一般会計歳入歳出決算の認定につ

いて 

日程第 ４ 議案第６８号 平成１９年度あわら市国民健康保険特別会計歳入歳出決

算の認定について 

日程第 ５ 議案第６９号 平成１９年度あわら市老人保健特別会計歳入歳出決算の

認定について 

日程第 ６ 議案第７０号 平成１９年度あわら市金津雲雀ヶ丘寮特別会計歳入歳出

決算の認定について 

日程第 ７ 議案第７１号 平成１９年度あわら市農業集落排水事業特別会計歳入歳

出決算の認定について 

日程第 ８ 議案第７２号 平成１９年度あわら市モーターボート競走特別会計歳入

歳出決算の認定について 

日程第 ９ 議案第７３号 平成１９年度あわら市公共下水道事業会計決算の認定 

について 

日程第１０ 議案第７４号 平成１９年度あわら市水道事業会計決算の認定について 

日程第１１ 議案第７５号 平成１９年度あわら市工業用水道事業会計決算の認定 

について 

日程第１２ 議案第７６号 平成１９年度芦原温泉上水道財産区水道事業会計決算の

認定について 

日程第１３ 議案第７７号 平成１９年度あわら市工業用水道事業会計決算による剰

余金の処分について 

日程第１４ 議案第７８号 平成１９年度あわら市健全化判断比率及び各公営企業に

係る資金不足比率の報告について 

日程第１５ 議案第７９号 平成２０年度あわら市一般会計補正予算（第３号） 

日程第１６ 議案第８０号 平成２０年度あわら市国民健康保険特別会計補正予算 

（第２号） 

日程第１７ 議案第８１号 平成２０年度あわら市老人保健特別会計補正予算 

（第３号） 

日程第１８ 議案第８２号 平成２０年度あわら市金津雲雀ヶ丘寮特別会計補正予算 

             （第１号） 
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日程第１９ 議案第８３号 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社 

団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴 

う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う関係条例の 

整理に関する条例の制定について 

日程第２０ 議案第８４号 地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例

の整理に関する条例の制定について 

日程第２１ 議案第８５号 あわら市企業立地の促進等による地域における産業集積

の形成及び活性化に関する法律第 10 条第１項の規定に基

づく準則を定める条例の制定について 

日程第２２ 議案第８６号 福井坂井地区広域市町村圏事務組合規約の変更について 

日程第２３ 発議第 ４号 あわら市議会会議規則の一部を改正する規則の制定 

について 
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 ◎議長開会宣告 

○議長（東川継央君） ただ今から、第３３回あわら市議会定例会を開会いたします。 

（午前 9時 40 分） 

 

◎市長招集挨拶 

○議長（東川継央君） 開会にあたり、市長より招集のご挨拶がございます。 

（｢議長｣と呼ぶ者あり） 

○議長（東川継央君） 市長、橋本達也君。 

○市長（橋本達也君） 第３３回あわら市議会定例会の開会にあたり、一言ご挨拶を申

し上げます。 

議員各位には、何かとご多忙中にもかかわらず本定例会にご参集をいただき、厚

くお礼を申し上げます。 

昨夜、福田首相が緊急記者会見を行い、辞任の表明をいたしました。あまりの突

然のことに大変驚いているところであります。 

私といたしましては、「ねじれ国会」により厳しい政権運営を余儀なくされてい

る中での決断であったのかと考えております。 

この辞任に対しては、いろいろな評価があろうかと思いますけれども、自治体の

長といたしましては、やはり、国政の安定を願わずにはいられないと思っていると

ころであります。思い返しますと日本が小選挙区制度を導入をいたしたときには、 

いわゆる２大政党制という方向性を目指したのではないかと思っております。そう

いう意味では、国会というのは、ある意味では常に捻じれ国会、与野党伯仲の状況

が想定されるわけであります。従いまして、政権運営如何にかかわらず国会という

のは常にこれからは、緊迫をするということが前提になろうかと思われます。従い

まして、政権が変わろうが変わろうまいがやはり、国会運営が国家国民のために極

めて安定的に進められるのが求められているのはないかというふうに思います。そ

れなくしては、やはり、国民の生活に大きな影響を及ぼすと言わざるを得ないと思

っております。そういう意味におきましても国、地方を通して厳しい経済情勢の中

にあります。一刻も早く新しいリーダーのもと山積する重要課題に取り組んでいた

だき活力ある国づくりに邁進していただくことを切にお願いするものであります。 

   さて、今年の異常なまでの猛暑の影響で、かんがい用水を北潟湖に依存する北潟

東の倉崎や音部地区、蓮ヶ浦地区の圃場において、干ばつによる水稲の塩害が発生

しております。 

私も現地を見て回りましたが、被害申告の面積は合わせて約３２ヘクタールにも

達するとのことであります。被害に遭われた農家の皆様には心からお見舞いを申し

上げます。 

 ところで、去る７月２８日に北陸地域を襲った局地的な集中豪雨により、石川県

金沢市や富山県南砺市において、大規模な被害が発生しております。 

金沢市においては、市内中心部で５５年ぶりとなる浅野川の氾濫により、道路の

冠水、床上・床下浸水、土砂崩れなどの被害が、一方、南砺市においては、人的被

害が発生したほか多数の床上浸水や家屋の倒壊等が発生しております。 

あわら市では、こうした自然災害に備え、災害発生時における近隣住民の互助に

よる地域支援体制の強化を図るため、昨年５月に災害時要援護者支援制度・計画作

成のプロジェクトチームを立ち上げ、昨年７月には制度要綱を施行し、本年に入り
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６月に「災害時要援護者支援計画」を策定したところであります。 

この制度につきましては、市及び社会福祉協議会並びに区長、民生委員、福祉推

進員及び地域支援者の皆様が連携して、災害時に避難等の対応が困難な高齢者や障

害者の方々を支援していこうというものであります。 

なお、この計画については、７月２４日の吉崎地区を皮切りに、８月１１日まで

計１０回に分けて地区毎に開催された地区福祉懇談会におきまして、各区長、民生

委員及び福祉推進員の皆様にご説明を申し上げ、ご協力をお願いしたところであり

ます。 

今後ともこの支援制度の周知に努めるとともに、地域における「普段からの見守

り」と「災害が発生したときに支援が得られる体制」を整え、誰もが住み慣れた地

域で安心して生活できる環境を整えて参りたいと考えております。 

さて、今月１３日には、第８回を数える「あわら北潟湖畔観月の夕べ」が開催さ

れます。 

季節の風物詩として、毎年、大変多くのお客様にご来場いただき、好評を得てい

るところであります。 

今回も万全の体制でお迎えできるものと考えておりますので、議員各位におかれ

ましてはぜひお運びいただきますようよろしくお願いいたします。 

ご案内のとおり、本定例会におきましては、２０議案の審議をお願いするもので

あります。その内訳につきましては、決算の認定及び剰余金の処分に関するもの１

１議案、健全化判断比率等の報告に関するもの１議案、補正予算に関するもの４議

案、条例の制定に関するもの３議案のほか、一部事務組合の規約の変更に関するも

のが１議案となっております。 

各議案の内容、提出の主旨につきましては、後ほどご説明を申し上げますが、何

とぞ慎重なご審議をいただき、妥当なるご決議を賜りますようお願い申し上げまし

て、招集のご挨拶といたします。 

 
◎開議の宣告 

○議長（東川継央君） 本日の出席議員数は、２１名であります。 

よって、会議の定足数に達しておりますので、これより本日の会議を開きます。 

○議長（東川継央君） 本日の議事日程は、お手元に配布のとおりであります。 

 

   ◎諸般の報告 

○議長（東川継央君） 諸般の報告を事務局長より行います。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（東川継央君） 事務局長、圓道信雄君 

○局長（圓道信雄君） 諸般の報告をいたします。 

平成２０年６月６日招集の第３１回定例会において、議決されました議案につき

ましては、６月９日付け及び６月２６日付けで、７月１７日招集の第３２回臨時会

において、議決されました議案につきましては、７月１８日付けで、それぞれ市長

宛に会議結果の報告を行っております。 
   次に、本定例会の付議事件は、市長提出議案２０件、議員発議１件であります。 

本定例会の説明出席者は、市長以下１３名であります。 

以上でございます。 
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◎行政報告 

○議長（東川継央君） 市長の行政報告を求めます。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（東川継央君） 市長、橋本達也君。 

○市長（橋本達也君） 各部の所管事項について、行政報告を申し上げます。 

まず、総務部関係でございますが、総務課所管では、国際交流関係について申し

上げます。 

ご承知のように、本年は、あわら市と中国紹興市が友好都市の関係を締結してか

ら２５周年の節目の年に当たります。 

市では、９月２４日に紹興市で開催される２５周年記念式典に参加するため、９

月２３日から２６日までの日程で第５次友好訪中団を派遣いたします。 

この訪中団は、私を団長といたしまして、東川議長をはじめ３名の議員各位、市

日中友好協会の役員の皆さん、市民の方々など総勢２９名で構成するものでありま

す。 

今回の訪中の主な目的でありますが、富山県南砺市とともに友好都市締結２５周

年記念式典に参加することと、２５周年の記念品として寄贈した藤野厳九郎銅像の

除幕式に参加することであります。なお、銅像は紹興魯迅記念館の庭に設置される

と聞いております。 

このほか、惜別百年記念事業で出版しました記念誌の中国語版「藤野先生と魯迅」

の贈呈及び金津高等学校と紹興魯迅高級中学校との友好校の締結を予定しており 

ます。 

今回の２５周年の節目の年を機に、両市間の友好交流を更に深めて参りたいと考

えております。 

次に、経済産業部関係でございますが、観光商工課所管では、８月８日と９日の

両日、あわら湯のまち駅前多目的広場と温泉街を舞台に、「あわら湯かけまつり」

が盛大に開催されました。 

特に今年からは、市内の若手により組織された実行委員会が、行政に頼らず、自

分たちが汗を流し、何よりも自分たちがプライドを持てるようなまつりにしようと

開催されたもので、大変な苦労があったことと思いますが、盛大にまつりが開催さ

れたことに対し、心から敬意を表するものであります。 

「湯かけみこし」や「民踊の夕べ」、市民参加型のステージイベント、セントピ

アあわらやえちぜん鉄道による協賛イベントなど、多くの市民や観光客の参加に加

え、議員の皆様にも華を添えていただき、活気溢れるまつりになったことを喜んで

おります。 

あわら湯かけまつりが、何よりも市民が楽しく、観光客の皆様にも喜んでいただ

けるまつりとして成長していくことを、心から期待をしているものであります。 

次に、あわら市産業団地整備事業造成工事の進捗状況についてご報告いたします。 

先般６月２３日の市議会定例会において、工事請負契約のご承認をいただきまし

た「あわら市産業団地整備事業造成工事」につきましては、去る７月１６日に、請

負者である「株式会社桑原福井支店、角谷木材建設株式会社共同企業体」による安

全祈願祭が挙行され、現在まで、好天に恵まれ、順調に進んでおります。 

本工事は、来年１月末の完成を目指しており、今後におきましても十分に安全対

策を講じながら進めてまいりたいと考えております。 
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また、当産業団地のイメージアップとＰＲの推進を図るために、団地の名称を「古

屋石塚テクノパーク」とさせていただき、７月からは、分譲地の予約販売を開始し

たところであります。 

現在のところ数件の問合せをいただいておりますが、売買契約には、工場立地や

公害防止等の協議や企業と地元の合意形成が必要となることから、契約成立までに

は、幾分時間を要するものと考えております。今後におきましても、交渉成立に向

けて努力して参りたいと思います。 

最後に教育委員会関係でございますが、教育総務課所管の学校施設の耐震補強工

事についてご報告いたします。 

平成２０年度に繰越をさせていただきました、北潟、本荘、金津、伊井及び金津

東小学校の５小学校の屋内運動場並びに吉崎小学校校舎、屋内運動場及び吉崎幼稚

園舎の耐震補強工事関係につきましては、８月２９日までの工期を設定し、夏期休

暇中を中心に工事を進めて参りました。この間、各小学校とも順調に工事が進み、

すべての工事が完了いたしております。 

今後も、順次、学校施設の耐震化を進めて参りたいと考えております。 

スポーツ課所管では、去る８月２２日から２４日にかけ第１９回あわらカップカ

ヌーポロ大会を開催いたしました。 

２日目にはやや風が吹いたものの、初日、３日目は天候に恵まれ、素晴らしいコ

ンディションとなりました。 

本年は、ジュニアの部２６チーム、一般の部５４チームの計８０チームの参加で、

遠くは千葉県から参加をいただくなど、参加チーム数では国内最大の大会となって

おります。 

ご承知のとおり、７月にカナダのエドモントンで行われた世界選手権に、当あわ

ら市から５名の選手が日本代表として出場しておりますが、この５名もそれぞれの

チームで今大会に参加したほか、昨年に引き続きシンガポールの男女のチームが参

加するなど、大いに大会を盛り上げていただきました。 

また、本大会は、ボランティアの方々が地元の越のルビー等豊富な特産品を食材

とした、心のこもった手作りの昼食をふるまうなど、企画から運営に至るまで市民

で組織する実行委員会とボランティアによる「手作りの大会」として、多くの皆様

に親しまれております。 

選手の皆さんには、チームの垣根を越え、爽やかな友情を深めていただいたもの

と思っております。 

今後も、カヌーを通して広く全国にあわら市をアピールして参りたいと考えてお

ります。 

文化学習課所管の金津創作の森では、５月２５日、第９回フレンチ・トースト・

ピクニックを開催いたしました。今回、トークショー・ゲストに自動車雑誌オール

ドタイマー編集部の甲賀 精英樹氏を招待いたしました。 

恒例のタイムラリーには７６台がエントリーし、４,２７５人の皆様にご来館い

ただきました。 

７月２０日から８月２４日まで、アートドキュメント２００８森と街の交差点

「青木野枝展 空の水―金津」を開催いたしました。 

鉄を素材に２０年以上創作活動を続けてきた青木野枝さんの、軽やかな感性を感

じさせる個展となりました。 

開幕日にはアーティスト・トークを行い、針生館長との対談を行っております。 



 8 

なお、会期中の観覧者数は１,２２３人でありました。 

また、７月２３日から８月２４日までは、もう一つのアートドキュメント「あわ

ら市・環境アートコンペグランプリ受賞作品展」を開催いたしました。 

展示作品「呼吸」は、あわら警察署西側の野外に制作され、泥の噴水として１日

４回噴き上げました。 

井江葭区を始め多くの皆様の協力により実現したもので、周辺環境に配慮して、

あと２年間展示を継続する予定であります。 

なお、初日には、現地で誕生式を行い、県内マスコミ各社の取材を受けておりま

す。 

続いて、７月２６日には、開館１０周年記念日祭を開催いたしました。平成１１

年７月２３日にグランドオープンし、本年１０周年を迎えたことから、週末を選ん

で１日だけの祭典を開催したものであります。 

武蔵野美術大学客員教授の土屋公雄氏らによるシンポジウムや森のライトアッ

プなどを行い、簡素ながら午後１０時まで開館し、８１２人の皆様にご来館いただ

きました。 

以上で行政報告を終わります。 

 

◎会議録署名議員の指定 

○議長（東川継央君） 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

本日の会議録署名議員は、会議規則第８１条の規定により、１３番、牧田孝男君、

１４番、卯目ひろみ君の両名を指名します。 

 

◎会期の決定 

○議長（東川継央君） 日程第２、会期の決定を議題とします。 

お諮りします。 

本定例会の会期は、本日から９月１９日までの１８日間としたいと思います。 

これにご異議ありませんか。 

(｢異議なし｣と呼ぶ者あり) 

○議長（東川継央君） 異議なしと認めます。 
したがって、本定例会の会期は本日より９月１９日までの１８日間と決定しまし

た。 

なお、会期中の日程は、お手元に配布しました会期日程表のとおりであります。 

 
◎議案第６７号から議案第７７号の一括上程 

・提案理由説明・総括質疑・委員会付託 

○議長（東川継央君） 日程第３、議案第６７号、平成１９年度あわら市一般会計歳入 

歳出決算の認定について、日程第４、議案第６８号、平成１９年度あわら市国民健

康保険特別会計歳入歳出決算の認定について、日程第５、議案第６９号、平成１９

年度あわら市老人保健特別会計歳入歳出決算の認定について、日程第６、議案第７

０号、平成１９年度あわら市金津雲雀ヶ丘寮特別会計歳入歳出決算の認定について、 

日程第７、議案第７１号、平成１９年度あわら市農業集落排水事業特別会計歳入歳

出決算の認定について､日程第８、議案第７２号、平成１９年度あわら市モーター

ボート競走特別会計歳入歳出決算の認定について､日程第９、議案第７３号、平成

１９年度あわら市公共下水道事業会計決算の認定について､日程第 10、議案第７４
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号、平成１９年度あわら市水道事業会計決算の認定について､日程第 11、議案第７

５号、平成１９年度あわら市工業用水道事業会計決算の認定について､日程第 12、

議案第７６号、平成１９年度芦原温泉上水道財産区水道事業会計決算の認定につい

て､日程第 13、議案第７７号、平成１９年度あわら市工業用水道事業会計決算によ

る剰余金の処分について 

以上の議案１１件を一括議題とします。 
○議長（東川継央君） 上程議案に対する提案理由の説明を求めます。 

（｢議長｣と呼ぶ者あり） 

○議長（東川継央君） 市長、橋本達也君。 

○市長（橋本達也君） ただ今上程されました、議案第６７号「平成１９年度あわら市

一般会計歳入歳出決算の認定について」から議案第７６号「平成１９年度芦原温泉

上水道財産区水道事業会計決算の認定について」まで、及び議案第７７号「平成１

９年度あわら市工業用水道事業会計決算による剰余金の処分について」の１１議案

について、提案理由の説明を申し上げます。 

議案第６７号から議案第７６号までの１０議案につきましては、一般会計をはじ

めとする各会計の平成１９年度歳入歳出決算をあわら市監査委員の決算審査の意

見を付して提出したもので、地方自治法及び地方公営企業法の規定により、議会の 

認定をお願いするものであります。 

まず、議案第６７号一般会計歳入歳出決算についてご説明いたします。 

一般会計の歳入総額は、１１８億２８９万３,６４０円、歳出総額は、１１４億７,

１１５万８８７円で、歳入歳出差引額は、３億３,１７４万２,７５３円となってお

ります。 

この中には、繰越明許費として、農林水産業費、商工費、土木費及び教育費の一

部を翌年度へ繰り越しておりますので、平成２０年度へ繰り越すべき財源 １,５８

５万５千円が含まれており、歳入歳出差引額からこの額を差し引いた実質収支額は、

３億１,５８８万７,７５３円となるものであります。 

歳入の主なものは、市税の４７億９,８９１万５７１円をはじめ、地方交付税２

５億８,９５９万円、市債８億２,６６０万円、国庫支出金６億８,７８６万７,７０

２円、県支出金８億１,９９０万３,６５４円、分担金及び負担金３億２,２１８万 

９,６０９円、繰越金２億８,８０４万３,６０４円などとなっております。 

一方、歳出の主なものは、民生費の３１億６,２７０万２,０９４円をはじめ、土

木費１７億２,２７９万２,７５７円、総務費１２億９７７万２,５５１円、教育費

１１億６,１５４万４,１０７円、公債費１３億９,５７１万７,５０１円、農林水産

業費６億４,０７７万５,２２１円などとなっております。 

なお、主要な財政指標を申し上げますと、実質収支比率４.７％、財政力指数０.

６６６、経常収支比率８８.３％、起債制限比率９.５％であり、実質公債費比率に

つきましては１５.８％となっております。 

次に、特別会計の決算について申し上げます。 

議案第６８号国民健康保険特別会計歳入歳出決算については、歳入総額は、３０

億９,８０５万５,２７３円で、主なものといたしましては、国民健康保険税８億７,

４８９万６,１７６円、国庫支出金７億１,８３３万８,４８１円、県支出金１億１, 

０８０万８,１３３円、療養給付費等交付金８億１,３７５万１千円などとなってお

ります。 

また、歳出総額は、３０億６,５３３万２,１１５円で、主なものといたしまして
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は、保険給付費２０億６,９８０万８,９０６円、老人保健拠出金４億７,７３１万

７５４円、介護納付金１億５,１８２万５,８０１円などとなっております。 

歳入歳出差引額は、３，２７２万３,１５８円で、平成２０年度に繰り越しをい

たしております。 

議案第６９号老人保健特別会計歳入歳出決算については、歳入総額は、３６億３,

６３３万８,５７９円で、主なものといたしましては、支払基金交付金１８億８,９

７２万５,５０４円、国庫支出金１１億６,２９０万８,４０７円、県支出金２億８,

９４７万５,５２６円、一般会計繰入金２億８,８２１万８１１円などとなっており

ます。 

また、歳出総額は３６億６,６７５万３,１７４円で、差し引き３,０４１万４,５

９５円の歳入不足となっており、不足額を平成２０年度の歳入から繰り上げ充用を

いたしております。 

歳出の内訳といたしましては、医療諸費３６億２,７７１万３,３５７円、諸支出

金３,０１７万１,３５０円、前年度繰上充用金８８６万８,４６７円であります。 

議案第７０号金津雲雀ヶ丘寮特別会計歳入歳出決算については、歳入総額は１１

億８,９０９万２,７７３円、歳出総額は１１億５８０万４２７円で、歳入歳出差引

額は、８,３２９万２,３４６円となっております。 

この中には、繰越明許費として、指定介護老人福祉施設費の一部を翌年度へ繰り

越しておりますので、平成２０年度へ繰り越すべき財源４７０万円が含まれており、

歳入歳出差引額からこの額を差し引いた実質収支額は、７,８５９万２,３４６円と

なるものであります。 

歳入の主なものといたしましては、介護保険収入２億１,６２４万５８８円、基

金繰入金２億６５９万８千円、措置費収入１億４,５１７万６,３８３円などとなっ

ております。 

一方、歳出の主なものといたしましては、指定介護老人福祉施設費９億２８８万

８,７１２円、養護老人施設費１億２,６０９万８,３４６円、通所介護事業費４,１

６１万６,８４４円などとなっております。 

議案第７１号農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算については、歳入総額は、

７,７６３万７,５０４円で、主なものといたしましては、一般会計繰入金３,６５

５万４千円、市債２,０７０万円、使用料及び手数料１,３７６万９,６７６円など

となっております。 

また、歳出総額は、７,７０９万４，７２６円で、主なものといたしましては、

事業費１,９９３万８,９９５円、公債費４,９１６万１,５８３円などとなっており

ます。 

歳入歳出差引額は、５４万２,７７８円で、平成２０年度に繰り越しをいたして

おります。 

議案第７２号モーターボート競走特別会計歳入歳出決算については、歳入総額は、

２０億９,４３９万２,１１９円で、主なものといたしましては、競艇事業収入２０

億８,９７６万８,９５３円、諸収入３４６万７,６６０円、繰越金８７万８,７２７

円などとなっております。 

一方、歳出については、競艇事業費で２０億９,３４５万７,６９２円の支出とな

っております。 

歳入歳出差引額は、９３万４,４２７円で、平成２０年度に繰り越しをいたして

おります。 
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続いて、公営企業会計の決算について申し上げます。 

議案第７３号公共下水道事業会計決算については、収益的収入及び支出で、下水道

事業収益１２億４４１万４６８円に対し、下水道事業費用１１億８,３３０万５,９８

８円で、差引額は、２,１１０万４,４８０円でありますが、損益計算は消費税抜きの

計算をいたしますので、当該年度の純利益は、２２万５,５３７円となっております。 

また、資本的収入及び支出では、収入額１６億９,６７９万１,８００円に対し、支

出額２０億１,４３１万５,８１１円で、３億１,７５２万４,０１１円の収入不足を生

じております。 

この不足額につきましては、当年度分損益勘定留保資金２億９,６６５万９,４８６

円、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額２,０８６万４,５２５円で補て

んをいたしております。 

なお、資本的支出額のうち九頭竜川流域下水道事業建設負担金１,４２２万７千円

を翌年度へ繰り越しております。 

議案第７４号水道事業会計決算については、収益的収入及び支出で、水道事業収益

８億９,３５５万７,０５７円に対し、水道事業費用８億８,９１６万５,０６７円で、

差引額は、４３９万１,９９０円でありますが、損益計算は消費税抜きの計算をいた

しますので、当該年度の純損失は、２２３万８,３２９円となっております。 

また、資本的収入及び支出では、収入額２億１,５７４万４５０円に対し、支出額

４億１,４０３万６,９３６円で、１億９,８２９万６,４８６円の収入不足を生じてお

ります。 

この不足額につきましては、過年度分損益勘定留保資金１億９,１６７万４,３２２

円、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額６６２万２,１６４円で補てん

をいたしております。 

議案第７５号工業用水道事業会計決算については、収益的収入及び支出で、工業用

水道事業収益１,０７６万８,５２７円に対し、工業用水道事業費用９２３万８,７３

３円で、差引額は、１５２万９,７９４円でありますが、この会計につきましても、

損益計算は消費税抜きの計算をいたしますので、当該年度の純利益は、１２０万１０

円となっております。 

また、資本的収入及び支出では、収入がゼロであったのに対し、支出額６９２万３,

７００円となっており、同額の収入不足を生じております。 

この不足額につきましては、過年度分損益勘定留保資金６５９万４,０００円、年 

度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額３２万９,７００円で補てんをいたして

おります。 

議案第７６号芦原温泉上水道財産区水道事業会計については、収益的収入及び支出

で、水道事業収益１億５,８０１万９,３５１円に対し、水道事業費用１億７,１０９

万２,３３１円で、差引額は、１,３０７万２,９８０円のマイナスでありますが、こ

の会計につきましても、損益計算は消費税抜きの計算をいたしますので、当該年度の 

純損失は、１,３８４万３,１０６円となっております。 

また、資本的収入及び支出では、収入額２７８万３,５５０円に対し、支出額５,０

１３万３,６６７円で、４,７３５万１１７円の収入不足を生じております。 

この不足額につきましては、過年度分損益勘定留保資金１０７万４,９８１円、当

年度分損益勘定留保資金３,２６９万６,２４４円、建設改良積立金１,２８３万３,４

０６円、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額７４万５,４８６円で補て

んをいたしております。 
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最後に、議案第７７号工業用水道事業会計決算による剰余金の処分について申し

上げます。 

本案は、平成１９年度決算により剰余金が生じましたので、地方公営企業法第３

２条第２項の規定により、その処分について議決を求めるものであります。 

内容といたしましては、当年度未処分利益剰余金１,９７３万３,８２１円のうち、

１,０００万円を利益積立金として処分し、残額９７３万３,８２１円を翌年度繰越

利益剰余金とするものであります。 
以上、１１議案につきまして、よろしくご審議をいただき、妥当なるご決議を賜

りますようお願い申し上げます。 
○議長（東川継央君） 上程議案に関し、代表監査委員からの決算審査の結果について、 

報告を求めます。 

（｢議長｣と呼ぶ者あり） 

○議長（東川継央君） 代表監査委員、髙橋憲治君。 

○代表監査委員（髙橋憲治君） 議長のご指名をいただきましたので、監査委員を代表

いたしまして、決算審査の結果をご報告申し上げます。 

   平成 19 年度の決算審査は、去る 7月 30 日から 6日間にわたり、あわら市に係る

一般会計をはじめ特別会計、企業会計及び芦原温泉区上水道財産区水道事業の 10

の会計の決算及び基金運用状況につきまして、関係書類及び主要な施策の成果報告

書など資料の提出を求め、慎重に審査をいたしました。 

   その結果、一般会計、特別会計及び企業会計等の決算は、それぞれ関係法規に準

拠して作成され、諸帳票は証拠書類と符合し、計数も正確であると認められました。 

   審査の内容につきましては、意見書としてまとめ，お手元に配布してございます

ので、ご高覧いただきたいと存じます。 

   さて、現下の国、地方を取り巻く経済環境は誠に厳しいものがあります。特に国

においては、地方分権改革を推進して、地方公共団体の自主性及び自立性を高める

とともに、個性豊かで活力に満ちた地域社会の実現を図るため、それぞれが果たす

べき役割を明確にし、地方公共団体が自らの判断と責任において地域行政を自主的

かつ総合的に実施できるようにすることを目指しております。このような状況の中、

今後、益々、地方分権のための制度・運営の改革が推進されることから、今後の地

方財政予測を的確に捉えながら、適切な行財政運営に最善の取り組みを望むもので

あります。 
それでは、決算についてその審査の概要をご報告申し上げます。 

   先ず、本市の財政状況を決算統計の主要財務比率から見てみますと、財政力指数

は 0.666 であり、対前年度比は、0.032 ポイント、アップし、前年度より改善の方

向となっておりますが、経常収支比率は 88.3％で、対前年度比、5.5 ポイントのア

ップとなっております。また、公債費比率については、前年度と同じく 12.8％とな

っており、企業会計を含めた全会計の市債の現在高は、286 億 8,306 万 3 千円とな

ります。これは前年度と比較すると 1億 549 万 6千円の増となり、市民一人当たり

にすると 92 万 3 千円となっており、今後、まちづくりに要する各種施策の推進な

どその増加が想定されることから、適債事業の厳選に特に配慮を望むものでありま

す。 

   次に、一般会計について申し上げます。 

   歳入決算の総額は、118 億 289 万 4千円となり、歳出決算の総額は、114 億 7,115

万 1千円で、対前年度比は、歳入が 2.9％、歳出が 3.4％のそれぞれ減であります。 
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   財政収支につきましては、形式収支は 3億 3,174 万 3千円となり、翌年度へ繰越

すべき財源、1,585 万 5 千円を差し引いた実質収支は、3 億 1,588 万 8 千円となり

ます。さらにこの実質収支から前年度の実質収支を差し引いた単年度収支は、2,868

万 9 千円の黒字となり、財政調整基金に 265 万 9 千円を積み立て、583 万 4 千円を

繰上償還したため、実質単年度収支は 3,718 万 2千円の黒字となっております。 

   以下、歳入歳出の内容について申し上げます。 

   先ず、歳入決算額を性質別に区分いたしますと、自主財源は 61 億 7,122 万 6 千

円で構成比 52.4％となり、依存財源は 56億 3,166 万 8千円で、構成比 47.6％とな

っております。 

   なお、自主財源の主なものは、市税が 47 億 9,891 万 1 千円で、構成比 40.7％、

諸収入は 5億 911 万 4 千円で構成比 4.3％、分担金・負担金は 3億 2,218 万 9 千円

で構成比 2.8％となっております。一方の依存財源では、地方交付税が 25 億 8,959

万円で構成比 21.9％、市債が 8億 2,660 万円で構成比 7.1％、県支出金が 8億 1,990

万 4 千円で構成比 6.9％、国庫支出金が 6 億 8,786 万 8 千円で構成比 5.8％となっ

ております。 

前年度と比較して、市税は市民税においては税源移譲や定率減税の廃止があり、

固定資産税においては新増築家屋等の増加により、4 億 3,734 万 2 千円の増となっ

ておりますが、地方交付税は 4億 5,183 万円の大幅な減少となっており、今後の新 

地方分権改革による歳入・歳出一体改革など、国の地方税財政の改革等を十分見定

めながら、これら財源の確保に一層の努力を望むものであります。 

   特に、市税においての収納率は、84.4％で、対前年度比 0.7％の増となっていま

すが、昨今の経済情勢の中、その累積滞納額は 8億 7,895 万 8千円と多額になって

いるほか、負担金、使用料、手数料などの収入未済もあることから、これらの収納

対策については、市民の負担の公平性の確保と健全な財政運営を図る観点からも、

厳正かつ的確な対応を行う等、特段の取り組みが必要であります。 

   また、滞納者の財産状況や収入状況等からみて、その徴収が不納と認められる案

件については、十分なる精査を行うとともに、事務効率や周囲への影響なども考慮

しながら、法令に基づいた不納欠損処理を行う等、適切な措置を望むものでありま

す。 

   なお、入湯税の調定未済の問題つきましては、随時監査報告書を提出させていた

だいたところでありますが、これまで、監査委員として、この調定未済を指摘でき

なかったことにつきまして、反省し、お詫び申し上げます。今後の監査・審査にお

きましては、行政及び予算執行の適法性、効率性及び妥当性などを慎重かつ厳正に

精査するとともに、監査体制についても見直しを図るなどして、適正な監査を実施

していきたいと思いますので、ご理解を賜りたいと思う次第であります。 

一方、歳出決算額を性質別に区分いたしますと、その構成比は、消費的経費は

70.3％、公債費その他が 20.5％、投資的経費が 9.2％となっています。特に、消費

的経費の中の人件費は、退職職員の補充を行わなかったことなどにより、2億 9,185

万 9千円の減となっております。また物件費では、ＩＣカード標準システム実証実

験事業委託料などにより、1 億 6,563 万 6 千円の増となり、補助費等では、公共下

水道事業会計繰出金などにより、7億 4,127 万 9千円の増となっております。 

 一方、公債費は、13 億 9,571 万 8 千円で、元金償還の増に伴い、前年度に比べ

7,963 万 6千円の増となっております。 

   また、繰出金は、7 億 5,990 万 4 千円であり、公共下水道特別会計に対する繰出
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金の減に伴い、8億 1,102 万 6千円の大幅な減となっております。 

普通建設事業は、芦原温泉駅周辺整備事業 2億 3,200 万円のほか、特定交通安全施

設等整備事業（上新橋線）、公営住宅ストック総合改善事業など、大型事業を実施し

ましたが、反面、地方道路交付金事業（金津・三国線）で 2 億 9,193 万 4 千円の減、

国営総合農地開発事業償還補助金で 2 億 4,198 万 1 千円の減、庁舎統合事業で 1 億

6,173 万 5千円の減となっており、その結果、投資的経費は、10億 5,615 万円となり、

前年度に比べ 4億 6,674 万 5千円の減、対前年度比は 30.6％の大幅な減となっており

ます。 

 次に、歳出決算額の目的別構成は、民生費 27.7％、土木費 15.0％、公債費 12.2％、

総務費 10.5％及び教育費 10.1％となっており、特に、民生費では生活保護費、児童

手当などの増に伴い、前年度に比べ、9,365 万 6千円、3.1％の増、公債費では、元金

償還の増に伴い、7,963 万 6千円、6.1％の増となったものの、農林水産業費では国営

総合農地開発事業償還補助金の終了などから前年度に比べ1億5,887万9千円、19.9％

の減、総務費においては、庁舎統合事業の減などから、前年度に比べ 1 億 6,451 万 2

千円、12.0％の減、土木費においては、地方道路交付金事業（金津・三国線）の減な

どから前年度に比べ 1 億 4,621 万 2 千円、7.8％の減、教育費では、職員人件費など

の減に伴い、8,256 万 1千円、６.６％の減となっております。 

  以上、歳入歳出決算を詳細に審査いたしました結果、事務事業の選択・緊急性の勘

案など計画的な取り組みが見受けられるところでありますが、今後、総合振興計画や

新市建設計画の着手等については厳しい財政状況を十分に見極め、適正な事務事業の

執行に繋がるよう、一層の努力を期待するものであります。 

 なお、現在、指定管理者制度により管理されている施設、セントピアあわらをはじ

め 11 施設の指定管理者からの事業報告書を確認したところ、事業報告書が適正に作

成されていないなど一部不備が見受けられたので、適正な措置を強く望むものであり

ます。 

 次に、特別会計について申し上げます。 

  各会計とも、予算執行には十分努力の跡が見受けられるところでありますが、それ

ぞれ多くの懸案事項を抱えておりますので、所管におかれてはなお一層の取り組みを

望むものであります。 

  先ず、国民健康保険特別会計につきましては、歳入決算額 30 億 9,805 万 5 千円、

歳出決算額は 30 億 6,533 万 2 千円で、歳入歳出差し引き額は 3,272 万 3 千円となっ

ております。 

  歳入の主なものは、国民健康保険税 8億 7,489 万 6千円、国庫支出金 7億 1,833 万

8 千円、療養給付費交付金 8 億 1,375 万 1 千円、一般会計及び基金からの繰入金で 1

億 7,793 万 7千円となっており、特に、国民健康保険税の収入未済額は 2億 5,779 万

6千円で、収納率は 76.9％と前年度と比較し 0.4 ポイント低くなっております。現下

の厳しい状況の中、収納率の向上に特段の取り組みを強く望むものであります。 

 一方、歳出の主なものは、保険給付費 20 億 6,980 万 9 千円、老人保健拠出金 4 億

7,731 万 1千円、介護納付金 1億 5,182 万 6 千円となっております。 

  なお、保健事業の実施については、一日ドッグ・脳ドッグや各種の健康教室など、

住民の健康づくりに配慮されているところでありますが、今後ともこれらの事業を継

続推進され、医療費の抑制に努められるよう望むものであります。 

次に、老人保健特別会計について申し上げます。 

  本会計の歳入決算額は36億 3,633万 8千円、歳出決算額は36億 6,675万 3千円で、
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歳入歳出差し引き額は 3,041 万 5 千円のマイナス決算となったため、平成 20 年度会

計からの繰り上げ充用を行っております。 

  医療費総額は、40億 5,552 万 1千円、対前年度比 106.4％となっており、恒常的に

老人医療費が増加の傾向にあるため、今後とも、高齢者の健康維持対策に取り組まれ

るとともに、適正受診の指導などきめ細かい努力を望むものであります。 

  次に、雲雀ヶ丘寮特別会計について申し上げます。 

  本会計の歳入決算額は 11 億 8,909 万 2 千円であり、前年度に比べ 7 億 7,013 万 1

千円、183.8％の増となっており、一方、歳出決算額は 11億 580 万円であり、前年度

に比べ、7億 1,959 万 4千円、186.3％の増で、この歳入歳出差引き額は 8,329 万 2千

円となっており、基金現在高は、1億 5,637 万円であります。 

  本年度は、全室個室対応のユニットケアの４０床の増床、ショートスティの１２床

の増床及び厨房とホールの新築工事として 5億 7,204 万円を支出し、また養護老人ホ

ームの耐震補強改修工事としても 3,360 万円支出されております。 

なお、運営については、指定管理者制度の導入は決定したものの管理先の決定や空

室の解消など課題が山積していることから、要介護老人の増加等を見据え万全な対策

を望むものであります。 

  次に、農業集落排水事業特別会計について申し上げます。 

  本会計の歳入決算額 7,763 万 8千円、歳出決算額 7,709 万 5千円で、歳入歳出差し

引き額は、54万 3千円となっております。 

  地方債現在高は、5 億 3,747 万 5 千円であり、今後の老朽化等も見据え、長期的な

財政の健全化に十分配慮すべきと思うものであります。 

次に、モーターボート競走特別会計について申し上げます。 

  本会計の歳入決算額は20億 9,439万 2千円、歳出決算額は20億 9,345万 8千円で、

歳入歳出差し引き額は 93万 4千円となっております。 

  本市の一日あたりの売上金は、8,224 万 1千円で、対前年度比 13.4％の減、入場者

数も 2,292 人で、対前年比 11.6％減といずれも減少しております。今後においても、

昨今の経済状況等からその収益はほとんど見込まれない状況となっております。 

  この事業は、全国的に売上額が大きく減少する厳しい状況下にあって、今後とも競

艇事業のイメージアップやイベントの開催など、新規ファンの獲得と既存ファンの定

着を図るほか、今まで以上に経営健全化対策を強力に推進するとともに、長期的視点

における競艇事業のあり方等について、十分なる検討を望むものであります。 

  次に、企業会計について申し上げます。 

まず、公共下水道特別会計について申し上げます。 

本年度の決算より、地方公営企業法の財務規定を適用しております。 

収益的収支決算において、総収益 11 億 6,709 万 8 千円に対し、総費用は 11 億 6,687

万 2 千円であり、差し引き 22 万 6 千円の純利益となっております。総収益のうち営

業収益は 5億 8,469 万 7千円であり、営業外収益は 5億 8,240 万 1千円で、そのうち

一般会計からの補助金及び負担金 5億 7,784 万 4千円が含まれております。一方、営

業費用は 6億 9,809 万 2千円、そのうち流域下水道費は 2億 7,050 万 9千円、減価償

却費は 3億 1,394 万 3千円、営業外費用である支払利息は 4億 3,710 万 2千円となっ

ております。 

  本年度の事業としては、補助事業で 5億 4,000 万円、単独事業で 1億 3,200 万円の

事業を実施しており、整備面積は 939 ヘクタールとなり、その進捗率は 69.5％となっ

ております。 
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なお、流動資産の未収金 3億 697 万 8千円のうち、下水道使用料 1億 5,814 万 7 

千円並びに受益者負担金 1,200 万 7千円の収入未済額については、事業の投資効果

の観点及び受益者負担の原則から、これらの収納対策に一層の努力を図るとともに、

供用区域内の接続督励など強力に推進されるよう望むものであります。 

次に、水道事業会計につきましては、本年度の有収水量は 375 万 1,660 立方メー 

トルで、対前年度比 2.5％の減で、有収率は 88.5％となっております。 

収益的収支決算において、総収益 8億 6,074 万 5千円に対し、総費用は 8億 6,298 

万 3千円で、差し引き 223 万 8千円の純利益となるもので、総収益のうち営業収益

は 5億 7,134 万 9千円となり、営業外収益は 2億 8,939 万 6千円で、そのうち一般

会計からの補助金 2億 800 万円が含まれております。一方、原水及び浄水費は 4億

7,001 万 8 千円、減価償却費 1 億 9,231 万 4 千円、営業外費用である支払利息は 1

億 1,338 万 3千円となっております。なお、流動資産の未収金 2億 7,706 万 3千円

のうち、水道使用料 3,136 万 3千円収入未済額については、受益者負担の原則から、

これらの収納対策に一層の努力を願うとともに、経営的には、施設備費等における

取得有形固定資産減価償却費、企業債利息及び県水受水費などの固定的費用が大部

分を占めており、営業外収益として多額の一般会計からの補助金受入れをしていて

も相当厳しい内容であることから、今後とも有収率の向上、受入県水の合理化や料

金の見直しなど長期 的展望に立った事業運営や経営健全化に一層の努力を強く

望むものであります。 

次に、工業用水道事業会計につきましては、年間給水量は 40 万 8,597 立方メー

トルで、対前年比 5.4％の減となっております。 

収益的収支決算において、総収益 1,025 万 6 千円に対し、総費用 905 万 6千円で、

当年度は 120 万円の純利益となっており、経営的には健全性が認められますが、総

収益が固定化していることから、今後の総費用に係る施設修繕等を視野に入れ、な

お一層の経営向上に努めていただきたいと思うところであります。 

次に、芦原温泉上水道財産区水道事業会計について申し上げます。 

本年度の有収水量は、151 万 3,414 立方メートルで、対前年比 6.9％の減で、有

収率は 96.6％となっております。 

収益的収支決算において、総収益 1億 5,062 万 1千円に対し、総費用は 1億 6,446 

万 4千円となり、当年度は 1,384 万 3千円の純損失となっております。大きな要因

としては、給水収益が、年間給水量の減少により 1,097 万 4千円の減収となったこ

とによるものです。 

温泉観光を取り巻く環境が年々悪化する傾向や今後の施設整備等を視点に置き、

なお一層の経営の合理化に努められますよう強く望むものであります。 

以上、各会計ごとに審査の概要を申し上げましたが、今回の決算審査にあたり、 

指摘・要望いたしました事項につきましては、関係者の一層のご努力をお願い申し

上げ、極めて概略的な内容となりましたが、決算審査のご報告といたします。 

○議長（東川継央君） 上程議案に対する総括質疑を許します。 

○議長（東川継央君） 質疑はありませんか。 

（｢なし｣と呼ぶ者あり） 

○議長（東川継央君） 質疑なしと認めます。 

○議長（東川継央君） お諮りします。 

ただいま議題となっています、議案第６７号から議案第７７号までの１１議案に

ついては、９人の委員で構成する決算審査特別委員会を設置し、これに付託の上、
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閉会中に審査することにしたいと思いますが、ご異議ありませんか。 
（｢異議なし｣と呼ぶ者あり） 

○議長（東川継央君） 異議なしと認めます。 

よって、議案第６７号から議案第７７号までの１１議案については、９人の委員

で構成する決算審査特別委員会を設置し、これに付託して、閉会中に審査すること

に決定いたしました。 

○議長（東川継央君） お諮りします。 

ただ今設置されました決算審査特別委員会委員の選任については、委員会条例第

８条第１項の規定により、議長において、笹原幸信君、山川知一郎君、山口峰雄君、

関山博夫君、向山信博君、篠崎 巌君、牧田孝男君、卯目ひろみ君、穴田満雄君、

以上９名を指名したいと思います。 

これに、ご異議ありませんか。 

（｢異議なし｣と呼ぶ者あり） 

○議長（東川継央君） 異議なしと認めます。 

よって、ただいま指名しました諸君を決算審査特別委員会委員に選任することに

決しました。 

○議長（東川継央君） 暫時休憩いたします。          (午前 10 時 43 分) 

 

○議長（東川継央君） 休憩前に引き続き会議を開きます。    

 (午前 10 時 43 分) 

 諸般の報告を事務局長から申し上げます。   

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（東川継央君） 事務局長、圓道信雄君。 

○事務局長(圓道信雄君) 諸般の報告を行ないます。休憩中の決算審査特別委員会にお 
いて、正副委員長の互選が行われました。 

その結果をご報告申し上げ上げます。 

決算審査特別委員会委員長に 山口峰雄議員、同副委員長に 笹原幸信議員 

以上のとおりであります。 

 

   ◎議案第７８号の上程、提案理由説明、質疑 

○議長（東川継央君） 日程第１４、議案第７８号、平成１９年度あわら市健全化判断

比率及び各公営企業に係る資金不足比率の報告についてを議題といたします。 

○議長（東川継央君） 本案について提案理由の説明を求めます。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（東川継央君） 市長、橋本達也君 

○市長（橋本達也君） ただいま上程されました、議案第７８号「平成１９年度あわら

市健全化判断比率及び各公営企業に係る資金不足比率の報告について」、ご報告 
を申し上げます。 
本案につきましては、地方公共団体の財政の健全化に関する法律が平成２０年４ 
月に一部施行されたことに伴い、同法第３条第１項及び第２２条第１項の規定によ

り、平成１９年度あわら市の実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債費比率及

び将来負担比率の、いわゆる「健全化判断比率」と各公営企業に係る資金不足比率

について、監査委員の意見書を付して議会に報告するものであります。 
内容といたしましては、健全化判断比率等報告書に記載のとおりでありますが、
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実質赤字比率及び連結実質赤字比率ともに、赤字になっていないため指標は出てお

りません。また、実質公債費比率は１５.８％、将来負担比率は１６７.０％となっ
ており、それぞれに設定された早期健全化基準の基準値以内の数値となっておりま

す。 
一方、各公営企業に係る資金不足比率については、いずれも、資金が不足してい

ない状況であります。 
以上、ご報告いたします。 

なお、これらの指標については、議会への報告の後、公表することになっており

ます。 
○議長（東川継央君） 本案に関し、代表監査委員からの審査の結果について、報告を 

求めます。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（東川継央君） 代表監査委員、髙橋憲治君。 

○代表監査委員(髙橋憲治君) 議長のご指名をいただきましたので、監査委員を代表い

たしまして、平成 19年度あわら市健全化判断比率及び公営企業会計資金不足比 

率の審査の結果をご報告申し上げます。 

  自治体財政への監視を強化することで、財政危機の早期発見と健全化を目的とし

た地方公共団体の財政の健全化に関する法律が平成１９年６月２２日公布された

ところであります。 

この制度では、財政の健全度を測るために、「実質赤字比率」、「連結実質赤字比

率」、「実質公債費比率」、「将来負担比率」及び公営企業会計における「資金不足比

率」といった新たな財政指標が導入され、これらの指標が一定基準を超えると財政

健全化計画の作成の義務付け、さらには、地方債の発行が制限されるなど、財政再

生計画の作成が求められるもので、平成１９年度決算から指標を公表し、２０年度

決算から適用するとされております。 

この審査は、去る 7月 30 日から 8 月 18 日までにおいて、あわら市に係る健全化

判断比率、公営企業会計資金不足比率及びその比率の算定の基礎となる事項を記し

た書類の提出を求め、慎重に審査をいたしました。 

その結果、健全化判断比率、公営企業会計資金不足比率及びその算定の基礎とな

る事項を記載した書類は、それぞれ関係法規に準拠して作成され、適正に作成され

ているものと認められました。 

審査の内容につきましては、意見書としてまとめ，お手元に配布してございます

ので、ご高覧いただきたいと存じます。 

それでは、審査の概要をご報告申し上げます。 

最初に、健全化判断比率について、申し上げます。 

まず、実質赤字比率及び連結実質赤字比率につきましては、いずれも赤字はなく、

早期健全化基準より良い状況となっております。 

次に、実質公債費比率につきましては、15.8％、対前年度比、1.0 ポイントの減

となっており、早期健全化基準 25.0％より良い状況にありますが、地方債発行に知

事の許可が必要となる 18％にかなり接近しており、今後、まちづくりに要する各種

施策の推進などその増加が想定されることから、適債事業の厳選に特に配慮を望む

ものであります。 

次に、将来負担比率につきましては、167.0％となっており、早期健全化基準

350.0％より良い状況となっております。 
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次に、公営企業会計資金不足比率について申し上げます。 

公共下水道事業、水道事業、工業用水道事業及び農業集落排水事業の４会計につい

て、いずれの会計においても、資金不足はなく、経営健全化基準 20％に比べて良い

状況となっております。 

以上、審査の概要を申し上げましたが、今後、まちづくりに要する各種施策の推

進などその増加が想定されることから、今後とも、徹底した行財政改革に取り組み、

更なる事務事業の簡素で効率的な執行を行い、財政体質の健全化を図るよう、関係

者の一層のご努力をお願い申し上げ、健全化判断比率及び公営企業資金不足比率の

審査のご報告といたします。 

○議長（東川継央君） 本案に対する質疑を許します。 

○議長（東川継央君） 質疑はありませんか。 

（｢なし｣と呼ぶ者あり） 

○議長（東川継央君） 質疑なしと認めます。 

これをもって、議案第７８号は終結いたします。 

○議長（東川継央君） 髙橋代表監査委員の退席を許可します。ご苦労様でした。 

○議長（東川継央君） 暫時休憩いたします。なお、再開は１１時５分とします。 

                               (午前 10 時 52 分) 

 

○議長（東川継央君） 休憩前に引き続き会議を開きます。       

 （午前 11時 07 分） 

 

   ◎議案第７９号から議案第８２号の一括上程 

・提案理由説明・総括質疑・委員会付託 

○議長（東川継央君） 日程第 15、議案第７９号、平成２０年度あわら市一般会計補正 

予算（第３号）、日程第 16、議案第８０号、平成２０年度あわら市国民健康保険特 

別会計補正予算（第２号）、日程第 17、議案第８１号、平成２０年度あわら市老人 

保健特別会計補正予算（第３号）、日程第 18、議案第８２号、平成２０年度あわら 

市金津雲雀ヶ丘寮特別会計補正予算（第１号） 

以上の議案４件を一括議題とします。 

○議長（東川継央君） 上程議案に対する提案理由の説明を求めます。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（東川継央君） 市長、橋本達也君。 

○市長（橋本達也君） ただいま上程されました議案第７９号「平成２０年度あわら市

一般会計補正予算（第３号）」から議案第８２号「平成２０年度あわら市金津雲雀

ヶ丘寮特別会計補正予算（第１号）」までの４議案について、概要の説明を申し上

げます。 

まず、議案第７９号「平成２０年度あわら市一般会計補正予算（第３号）」でご

ざいますが、本案は、歳入歳出それぞれ９,５３５万８千円を追加し、歳入歳出予

算の総額を１１７億５,３９３万２千円と定めるものであります。 

次に、補正の主な内容をご説明申し上げます。 

まず、歳出でございますが、総務費では、一般管理費において、集会施設整備事

業補助金８０万６千円を、賦課徴収費で市県民税過誤納還付金１,１３３万３千円

を、指定統計費で住宅･土地統計調査などの指定統計調査事業費１６８万１千円を

増額計上しております。 
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民生費では、障害者福祉費で障害者相談支援充実強化事業負担金４７万６千円

を、地域支援事業費で前年度事業に対する受託費の精算返還金２８９万５千円を、

また、保育所費で保育士・調理員の臨時職員賃金１１９万円を計上いたしておりま

す。 

衛生費では、保健費で特定不妊治療費助成金１００万円を追加計上しておりま

す。 

労働費では、労働施設費で「働く女性の家」の軒天井修繕料として ９５万円を

計上しております。 

農林水産業費では、農業振興費で意欲のある園芸集団支援事業補助金６６０万

円や坂井丘陵企業的園芸拡大事業補助金２,５４４万円を、農地費で国営造成施設 

管理体制整備促進事業補助金１,０４２万８千円を計上しております。 

土木費では、道路橋りょう新設改良費で区道整備事業補助金２７万２千円を、ト

リムパークかなづ費で施設管理用備品購入費３４万３千円を計上いたしておりま

す。 

教育費では、事務局費で学校評価実践研究事業経費として３３５万円を、海外

派遣費で国際交流派遣事業委託料７５万９千円を、小学校の学校管理費で北潟小

学校トイレ改修工事２１０万円を、中学校の教育振興費でスクールバス運行委託

料１３９万円のほか芦原中学校サッカー部及び金津中学校卓球部等の全国大会等

出場に対する補助金２４３万６千円を、文化振興費で財団法人金津創作の森財団

運営補助金及び設備修繕料として３４０万円を、体育振興費で総合型クラブ設立

準備特別支援事業１００万円をそれぞれ計上いたしております。 

一方、歳入につきましては、各種事業に伴う県支出金５,７５２万４千円、繰越

金３,６５３万８千円などを計上しております。 

議案第８０号「平成２０年度あわら市国民健康保険特別会計補正予算（第２号）」

につきましては、１,６３９万３千円の追加補正を行い、歳入歳出予算の総額をそ

れぞれ３０億９,００３万６千円と定めるものであります。 

補正の内容といたしましては、後期高齢者支援金等で １,３４６万１千円、前期

高齢者納付金等で １０万４千円及び前年度において概算で交付されました療養給

付費等の精算返還金 ２８２万８千円を計上いたしたものであります。 

この財源といたしましては、繰越金ほかを充てております。 

議案第８１号「平成２０年度あわら市老人保健特別会計補正予算（第３号）」に

つきましては、１５６万９千円の追加補正を行い、歳入歳出予算の総額をそれぞれ

４億１,３４４万３千円と定めるものであります。 

補正の内容といたしましては、前年度の実績に基づき医療費負担金１５６万９千

円が追加交付されることに伴い、これを歳入に計上するとともに、歳出においては

県への交付金等返還金として同額を計上するものであります。 

議案第８２号「平成２０年度あわら市金津雲雀ヶ丘寮特別会計補正予算（第１

号）」につきましては、７７４万９千円の追加補正を行い、歳入歳出予算の総額を

それぞれ５億１,７７４万９千円と定めるものであります。 

補正の内容といたしましては、養護老人施設の耐震診断・補強・改修設計委託料

７７４万９千円を計上するものであります。 

この財源といたしましては、繰越金を充てております。 

以上、４議案につきまして、よろしくご審議をいただき、妥当なるご決議を賜り

ますようお願い申し上げます。 
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○議長（東川継央君） 上程議案に対する総括質疑を許します。 

○議長（東川継央君） 質疑はありませんか。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（東川継央君） １６番、穴田満雄君。 

○16 番（穴田満雄君） 今程、９月議会の補正、市長から提案されました。その中で私、

細部にわったての説明はなかったんですけれどもこの議案書の１４ページに林業

総務費の中で負担金として全国植樹祭負担金、これが９万７，０００円計上されて

おります。先日の新聞等にもでておりましたし全国植樹祭が来年６月７日ですかね、

一乗谷の朝倉遺跡でもっておこなわれると、当坂井地区関係では、坂井会場でも行

われるとこういうふうに聞きおよんでおりますけれどもこの負担金ですからこれ

事務経費じゃないと実際に実施されるための経費じゃないかと私、こういう理解を

してるんですけれども、これはどういう方面に使われる金額としてやね、これ計上

されているのか、とそれを一つお答え願いたいと思います。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（東川継央君） 経済産業部長、坪田清隆君。 

○経済産業部長(坪田清隆君) 先程のですね、穴田議員のご質問の内容にお答えをいた

したいと思います。今回ですね、第６０回の全国植樹祭、これにつきましては、議

員ご指摘のように来年の６月７日に、福井県の一乗谷の朝倉氏遺跡の所をイベント

会場といたしまして開催されることになってございます。またですね、より多くの

県民がこの植樹祭に参加できますように広域圏ごとといたしまして嶺南それから

丹南、奥越、坂井の４地区の会場を設けまして、記念植樹や、それから体験型イベ

ントを行うこととしております。 

   今回の９月補正で計上いたしました「全国植樹祭負担金」の９万７千円につきま

しては、坂井会場におけるイベント内容、それから運営体制を検討するために坂井

会場の実行委員会が策定いたします、「坂井会場実施計画」を作成するための経費

の一部負担でございます。 

   この坂井会場の実行委員会は、坂井市とあわら市の行政機関それから各種団体及

び県の各機関等で組織するものでございます。今回、実施計画の作成委託料３８万

９千円のうちですね、人口割による一部負担を求められたものでございまして、そ

の負担割合はあわら市で２５パーセント、坂井市７５パーセントとなっております。 

   なお、会議費等その他の事務経費につきましては、全額、県の負担金１０万円で

賄うということになってございます。ご理解賜りますようよろしくお願いいたしま

す。 
（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（東川継央君） １６番、穴田満雄君。 

○16 番（穴田満雄君） 今程、農水の部長の方からいろいろ説明をいただきました。そ 

れで理解できたんですけれども新聞等によりますと来年の全国植樹祭、これに天皇

皇后両陛下もご出席されるとこのように聞いておるんですけれどもかなりの方々

がこの福井県の方へやね、来られるんじゃないかと、そのように私、見ておるんで

すけれども、実際、出席される方々、どれくらいの人数の方々が来られて、当あわ

ら市におきましては、観光施設としてあわら温泉も持っております。あわら温泉の

方へもやね、どれくらいの人があるいは、天皇皇后両陛下を含めましてどれぐらい

の人があわら温泉を利用していただけるんかと、そういう話が出ていたら一つ答弁

方、お願いしたいと思います。 
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（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（東川継央君） 経済産業部長、坪田清隆君。 

○経済産業部長(坪田清隆君) 宿泊客の誘致の件だろうと言う具合にご理解をしてお

りますが、今年度の６月１５日に行われました秋田県の例に申し上げてご報告に変

えさせていただきたいと思いますが、県外からの招待者が大体２,０００人おりま

した。それから演出者、協力員それにですね、報道人合わせまして２,５００人で

ございます。後、県内招待者が７,５００人と聞いてございます。総参加者という

のは１２,０００人という状況になっていたと聞いております。このうちですね、

宿泊が必要な県外招待者、それから出演者等につきましては、実行委員会が宿泊地

を指定をしていた、という具合に聞いてございます。 

議員ご質問の両陛下の宿泊先につきましては、あわら市において調整できるもの

ではございませんが、福井県の実行委員会に対しまして、県外からの招待客等を含

め、多くの皆さまにあわら温泉をご利用いただけますように、積極的に働きかけて

いきたいと考えておりますので、一つご理解を賜りますようよろしくお願いをいた

します。 

○議長（東川継央君） 他に質疑はありませんか。 
（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（東川継央君） １６番、穴田満雄君。 

○16 番（穴田満雄君） 議案書の今度は１３ぺージなんですが、ここに畜産業費、これ 

が出ております。今回の補正によりまして１１の需用費、あるいは１２の役務費で

もってやね、それぞれ減額補正をしてきていると、勿論これ需用費、あるいは役務

費等は、言うなれば事務的な経費と、こういう理解をしてるんですけれども、今、

酪農業者もやね、かなり苦しい立場にあるとこれは酪農業者が聞くと泣くんじゃな

いかなと思うんですけれども、こういう減額補正に至った経緯というのは、何が原

因でもってこういうやね、減額補正に至ったのか一つお答え願いたいと思います。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（東川継央君） 経済産業部長、坪田清隆君。 

○経済産業部長(坪田清隆君) 今回の議員のご質問でございますが、畜産振興総合推進

協議会事業費の減額ということでございます。この事業はですね、県内各市町が行

う畜産農家と行政・ＪＡとの会議開催に関する経費ということで通信費、それから

資料作成費等のいわゆる事務的な経費ということでございまして、県単独の補助事

業になってございます。 
今回この減額に関しまして畜産農家の組織する酪農互助会等の団体に対する補助

とは異なるものでございまして、これにつきましては、前年同様補助はしていくつ

もりでございます。 
本事業にあたりましては、今年度も県の指導のもとでですね、当初予算において

１０万円を計上していたわけでございます。この事業は、市町の事務的経費に対す

る補助事業であり、県の補助事業の見直しによりましてですね、廃止とするという

連絡を受けまして今回の補正による全額を減額したものでございますので、ご理解

賜りますようよろしくお願いをいたします。 
○議長（東川継央君） 他に質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（東川継央君） 質疑なしと認めます。 

○議長（東川継央君） ただいま議題となっています議案第７９号から議案第８２号ま 
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での４議案は、お手元に配布してあります議案付託表のとおり、それぞれ所管の常

任委員会に付託します。 
 

   ◎議案第８３号から議案第８５号の一括上程 

                 ・提案理由説明・総括質疑・採決・委員会付託 

○議長（東川継央君） 日程第 19、議案第８３号、一般社団法人及び一般財団法人に関

する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う

関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例の制定

について、日程第 20、議案第８４号、地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴

う関係条例の整理に関する条例の制定について、日程第 21、議案第８５号、あわら

市企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律

第 10条第１項の規定に基づく準則を定める条例の制定について 

以上の議案３件を一括議題とします。 

○議長（東川継央君） 上程議案に対する提案理由の説明を求めます。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（東川継央君） 市長、橋本達也君。 

○市長（橋本達也君） ただいま上程されました議案第８３号「一般社団法人及び一般

財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律

の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う関係条例の整理に関す

る条例の制定について」から議案第８５号「あわら市企業立地の促進等による地域

における産業集積の形成及び活性化に関する法律第１０条第１項の規定に基づく

準則を定める条例の制定について」までの３議案の提案理由の説明を申し上げます。 

議案第８３号につきましては、「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及

び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の

整備等に関する法律」の施行に伴い、「公益法人等への一般職の地方公務員の派遣

等に関する法律」の題名が改正されたこと等により、「あわら市職員定数条例」の

ほか２条例について、所要の改正を行うものであります。 

議案第８４号につきましては、地方自治法の一部が改正され、議員の報酬の支給

等に関する規定を他の行政委員会の委員等の報酬の支給方法等に関する規定から

分離するとともに、報酬の名称を「議員報酬」に改めるとされたことにより、「あ

わら市議会の議員の報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例」のほか２条例につ

いて、所要の改正を行うものであります。 

議案第８５号につきましては、金津中部工業団地の製造業等に係る工場又は事業

場に対し、工場立地法に規定する緑地面積率及び環境施設面積率を緩和することに

より、既存の工場敷地内での増設の促進を図ることを目的として新たに制定するも

のであります。 

以上、３議案につきまして、よろしくご審議をいただき、妥当なるご決議を賜り

ますようお願い申し上げます。 

○議長（東川継央君） 上程議案に対する総括質疑を許します。 

○議長（東川継央君） 質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（東川継央君） 質疑なしと認めます。 

○議長（東川継央君） ただいま議題となっています議案第８３号、議案第８４号の２ 

議案につきましては、会議規則第３７条第２項の規定により、委員会付託を省略し、
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直ちに採決したいと存じますが、ご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（東川継央君） 異議なしと認めます。 

これより、討論、採決に入ります。 

   議案第８３号について討論ありませんか。 

（「討論なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（東川継央君） 討論なしと認めます。 

○議長（東川継央君） これより、議案第８３号を採決します。 

本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は、起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（東川継央君） 起立全員です。 

したがって、議案第８３号、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公

益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備

等に関する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例の制定については、原案

のとおり可決されました。 

○議長（東川継央君） 議案第８４号について討論ありませんか。 

（「討論なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（東川継央君） 討論なしと認めます。 

○議長（東川継央君） これより、議案第８４号を採決します。 

本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は、起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（東川継央君） 起立全員です。 

したがって、議案第８４号、地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係

条例の整理に関する条例の制定については、原案のとおり可決されました。 
○議長（東川継央君） 議案第８５号は、お手元に配布してあります議案付託表のとお 

り、産業建設常任委員会に付託します。 

 

   ◎議案第８６号の上程・提案理由説明・質疑・委員会付託 

○議長（東川継央君） 日程第２２、議案第８６号 福井坂井地区広域市町村圏事務組 

合規約の変更について 

○議長（東川継央君） 本案について提案理由の説明を求めます。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（東川継央君） 市長、橋本達也君。 

○市長（橋本達也君） ただいま上程されました議案第８６号「福井坂井地区広域市町

村圏事務組合規約の変更について」、提案理由の説明を申し上げます。 
   本案につきましては、関係市町が負担する経常的経費に係る負担金の分賦割合及

び基金の出資割合について、現在、合併に伴う暫定措置として分賦割合の単純合算

により負担しているものを、均等割で負担することに変更するものであります。 

よろしくご審議をいただき、妥当なるご決議を賜りますようお願い申し上げます 

○議長（東川継央君） 本案に対する質疑を許します。 

○議長（東川継央君）  質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（東川継央君） 質疑なしと認めます。 

○議長（東川継央君） ただいま議題となっています議案第８６号は、お手元に配布し 
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てあります議案付託表のとおり、総務常任委員会に付託します。 

  

◎発議第４号の上程・提案理由説明・質疑・採決 

○議長（東川継央君） 発議第４号、あわら市議会会議規則の一部を改正する規則の制

定についてを議題とします。 

○議長（東川継央君） 本案について趣旨説明を求めます。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（東川継央君） １９番、見澤孝保君。 

○19 番(見澤孝保君) 議長のご指名がありましたので、発議第４号あわら市議会会議規

則の一部を改正する規則の制定について、趣旨説明を申し上げます。 
地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴い、議会は、会議規則に定めるとこ

ろにより、議員活動の範囲を明確にするため、議案の審査又は議会の運営に関し協

議又は調整を行うための場を設けることができることになったことから、本規則の

所要の改正を行うものでございます。 
案につきましては、お手元に配布をしてあるとおりでございます。 

所定の賛成者を得て提出をいたしておりますので、よろしくお願いを申し上げま

す。 

○議長（東川継央君） 本案に対する質疑を許します。 

○議長（東川継央君） 質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（東川継央君） 質疑なしと認めます。 

○議長（東川継央君） ただいま議題となっています発議第４号につきましては、会議

規則第３７条第２項の規定により、委員会付託を省略し、直ちに採決したいと存

じますが、ご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（東川継央君） 異議なしと認めます。 

○議長（東川継央君） これより、討論に入ります。 

   討論ありませんか。 

（「討論なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（東川継央君） 討論なしと認めます。 

○議長（東川継央君） これより、発議第４号を採決します。 

本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は、起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（東川継央君） 起立全員です。 

したがって、発議第４号、あわら市議会会議規則の一部を改正する規則の制定に

ついては、原案のとおり可決されました。 

 

 ◎散会の宣言 

○議長（東川継央君） 以上で本日の日程はすべて終了いたしました。 

なお、９月９日は、午前９時３０分から会議を開きます。 

本日は、これにて散会します。 

 (午前 11 時 30 分) 
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 書    記  中 辻 雅 浩 



 28 

 

   ◎開議の宣告 

○議長（東川継央君） これより、本日の会議を開きます。 

○議長（東川継央君） 本日の出席議員数は、２１名であります。 

よって、会議の定足数に達しておりますので、これより本日の会議を開きます。 

○議長（東川継央君） 本日の議事日程は、お手元に配布のとおりであります。 

（午前９時 30分） 

 

◎会議録署名議員の指定 

○議長（東川継央君） 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

本日の会議録署名議員は、会議規則第８１条の規定により、１３番、牧田孝男

君、１４番、卯目ひろみ君の両名を指名します。 

   ◎議案第８７号、上程・提案理由説明・質疑・委員会付託 

○議長（東川継央君） 日程第２、議案第８７号、公の施設の指定管理者の指定につい 

てを議題とします。 

○議長（東川継央君） 本案について提案理由の説明を求めます。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（東川継央君） 市長、橋本達也君。 

○市長（橋本達也君） ただいま上程されました、議案第８７号「公の施設の指定管理

者の指定について」の提案理由の説明を申し上げます。 
議案第８７号につきましては、社会福祉法人あわら市社会福祉協議会を金津雲雀

ヶ丘寮の指定管理者に指定するものであります。 

指定の期間につきましては、平成２１年４月１日から平成２６年３月３１日まで

の５年間とするものであります。 
よろしくご審議をいただき、妥当なるご決議を賜りますようお願い申し上げます。 

○議長（東川継央君） 本案に対する質疑を許します。 

○議長（東川継央君） 質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（東川継央君） 質疑なしと認めます。 

○議長（東川継央君） ただいま、議題となっています議案第８７号は、教育厚生常任 

委員会に付託します。 

 

◎一般質問 

○議長（東川継央君） 日程第３、これより一般質問を行います。 

◇篠﨑 巌君 

○議長（東川継央君） 一般質問は通告順に従い、１０番、篠﨑 巌君の一般質問を許

可します。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（東川継央君） １０番、篠﨑 巌君。 

○10 番（篠﨑 巌君） １０番、市政会の篠﨑でございます。議長のお許しを賜りまし

たので少子化対策について早速、質問に入らせていただきます。 

私は、６月議会で丘陵地の園芸営農振興対策についての再質問の中で限界集落に

ついてお伺いをいたしました。あわら市の人口３１，４６０人、行政区は１３１区

の中で６５歳以上の比率が２５％、７，８００人、１０年後は、これは予測でござ
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いますが６５歳以上の比率が３１％、９，６００人、少子高齢化で市人口３万人近

くまでになると予測されるということです。高齢化がすすんでいる限界集落につい

ては安心して子供を生める農村、若者が定着する農村づくりのための状況と対策に

ついてお伺いをいたしました。その時から感じたことでございますが、今回はあわ

ら市の未来を考え、より住み良い活気あるまちづくりにするためには、少子化対策

が最重要と考え今回の質問とさせていただきます。 

   ３つほど、このことに関しまして感じたことを見たことをお話しますと一つは、

今年は北京オリンピックが開催され、日本もメダル２５個、中国は１００個と中国

の大活躍で終わりました。私は特に開会式、閉会式を見て日本の人口の１０倍、人

口１３億人の中国の底力を見た思いと中国の勢い、パワーを感じさせられました。 

２つ目としてテレビで見たわけでございますが、栃木県鹿沼市では「鹿沼市子育

てにやさしいまちづくり推進条例」を平成１８年４月に制定し、施策の中に「第３

子対策事業」がございまして、その中に５本の柱、２２の事業で総合的に少子化対

策事業を行っており、事業をフルに活用すると１人６００万円を超える支援になる

そうでございます。 

   ３つ目としまして６月１５日の福井新聞に全国の都市、７８４都市を対象に調査

した「全国住みよさランキング」では、総合評価では福井市は５位、あわら市は４

４６位、しかし、安心度の調査では７１９位と下位に評価されていました。どこの

自治体でも、例えば基本構想など行政運営の戦略を立てる時は、基礎としているの

は、人口の動向であり、人口減少社会のイメージを具体的に描きながら政策に留意

しなければなりません。 

あわら市には、国の指針に基づき、平成１７年３月策定されたエンゼルプラン「子

どもすくすくプラン」が子育て支援室中心で行なわれていますが、今こそ各部局が

総合的施策として推進する必要があると思います。これまでのプランのような保育

関係の関係事業対策では、少子化の流れを変えるには不十分です。子育てを社会全

体で支援、出産育児によって女性が失うものを少しでも減らすよう家族、地域、企

業、総ぐるみで知恵と工夫を出し合い子育てに心から喜びを感じられる街、現状か

ら脱却してすばらしい街に邁進していただきたいのであります。いろいろな点で豊

かな生活になりすぎたかなという思いもございますが、最重要課題である市の少子

化対策についてどのように考えているのかお伺いをいたします。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（東川継央君） 市長、橋本達也君 
○市長（橋本達也君） 篠﨑議員のご質問にお答えいたします。 

少子化対策は、児童福祉、母子福祉、商工労働、教育、住宅等の各部局にまたが

るもので、関係部局が連携して取り組んでいくことが効果的な対策を推進していく

上で重要であると認識しております。 
国におきましては、昨年１２月に「子どもと家族を応援する日本」の重点戦略が

まとめられております。 
それによりますと、女性をはじめ、働く意欲をもつすべての人の労働市場参加を

実現しつつ、国民の希望する結婚、出産、子育てを可能にするための、仕事と生活

の調和の推進と保育サービスの充実等、子育てを支える基盤整備の二つの取り組み

を施策として進めることとしております。 
市におけるこれまでの少子化対策としては、子育て環境の充実として、乳幼児医

療の拡充や子どもの健全育成を支援する施策を実施して参りました。 
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しかしながら、福祉部門の施策だけでは不十分であり、各部局が連携し共通の行

政課題として取り組む必要があります。同時に少子化対策・人口増対策は、１市町

の施策のみでは充分でなく、県との連携も必要になってきます。県においても定住

交流推進協議会を設置し、民間団体や各市町と連携のもと各種施策を推進しており

ます。 
今後は、県との連携はもとより、市としての各種施策を総合的に推進するため、

庁内の横断的なプロジェクトチームを立上げ、検討していく所存であります。 
また、平成１６年度に策定した「次世代育成支援地域行動計画」を、平成２１年

度に見直しを行う際には、関係機関や各種団体の委員で構成する策定委員会を立上

げることとしております。 
内容的には、国の施策を踏まえながら、子どもを安心して生み育てることのでき

る居住環境や労働環境づくり等、総合的な少子化対策となるようにして参りたいと

考えておりますので、ご理解を賜りますようお願いいたします。 
（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（東川継央君） １０番、篠﨑 巌君。 

○10番（篠﨑 巌君） これで質問を終わりますが、この少子化対策が問題となったの

は平成２年頃からと言われております。平成７年頃からいろいろ対策を立ててきま

したが国、県が施策を、また取り組みは市町村が行わなければなりません。若い世

代が結婚して子供を産む出会いの場づくりか働く場所、女性が働きやすい環境づく

り、大学からのＵターン就職対策、また若者が好む集合住宅の建設とかもちろん子

育て支援対策等総合的に真剣な増子化対策を願いまして質問を終わります。 

   以上でございます。 

 

◇笹原幸信君 

○議長（東川継央君） 続きまして通告順に従い、２番、笹原幸信君の一般質問を許可

します。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 
○議長（東川継央君） ２番、笹原幸信君 

○２番（笹原幸信君） 市政会、２番、笹原、一般質問をさせていただきます。 

質問に入る前にですね、レジュメの２番、笹原のところでですね、３行目、ほと

んどの園児が自力で避難できないの避難がちょっと漢字が違っておりますので訂

正をお願いをいたします。 

それでは質問に入ります。乳幼児施設の耐震診断、耐震補強についてということ

で質問をいたします。 

当市には０歳児から５歳児までを預かる幼児園が４施設あり、また保育園４施設

と民間の保育園が４施設あります。 

   このうち昭和５６年以前の耐震基準で建てられた施設は芦原地区の北潟幼児園

を除く幼児園３園と、民間保育園２園があります。旧耐震基準で建てられているに

もかかわらず、耐震診断の予定がなされていないと思いますがなぜなのでしょうか。 

なお金津地区の市営、公設民営の保育園は耐震基準に合致していますので診断の

必要はありません。 

   当市および県内他市町村でも義務教育の小中学校については、中国の四川大地震、

岩手・宮城内陸地震後緊急に対策がとられて耐震診断、補強工事の予算が計上され

急ピッチで事業が進行しております。 
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   旧耐震基準で建てられた３幼児園の内容は本荘幼児園においては昭和４９年６

月築の２階建であります。 

園児数は０歳児３人、１歳児１３人、２歳児２８人、３歳児～５歳児６３人の合

計１０７人が在籍しています。 

   芦原北幼児園は昭和５０年４月築の２階建で０歳児５人、１歳児１１人、２歳児

１８人、３歳～５歳児５４人の合計８８人が在籍。 

   芦原南幼児園は昭和５４年４月築の平屋であり、１歳児２人、２歳児１０人、３

歳～５歳児６８人で合計８０人が在籍をしております。 

   この年齢構成において園児達は自力で避難できるような状況ではとてもありま

せん。保育士が一人で担当している園児の人数は、０歳児では３人、１～２歳児で

６人、３～４歳児で２０人を担当しており、万一地震で建物等の倒壊が発生した場

合、避難遅れのため大変悲惨な状況が予測されます。早急に対応されるよう強く求

めます。 

   本来ならば弱者の入っている乳幼児施設のほうが、小中学校よりも優先して耐震

診断がなされなければならないと私は思います。 

   補助金交付金制度についてお伺いいたしますが小、中学校は文部科学省所管で手

厚い補助金、交付金制度があります。一方、幼児園、保育園は厚生労働省所管です

が補助金制度はどのようになっているのでしょうか。 

   また市営，公設民営と民営では補助金が違うと聞きましたがこの点もご回答お願

いいたします。 

芦原庁舎利活用検討会議において、芦原南、北幼児園は統合して芦原庁舎に移転

するとの案があります。 

８月２０日開催されました行政改革特別委員会において、芦原庁舎利活用検討状

況が報告され、案のひとつとして、老人センター、社会福祉協議会、子育てセンタ

ーの施設および、芦原南、北幼児園を統合して芦原庁舎２階に移転するとの案も示

されましたが、これには約６億円の改修費がかかるとのことでした。 

   また幼児園を１階に、老人センターを２階にすると風呂場を２階に造るため８億

円程度かかるのではないのかとの試算がだされました。 

   また芦原庁舎の設計が昭和５４年であり耐震基準を満たしておらず、耐震診断に

１,９００万円かかり耐震補強もしなければならないであろうとのことで、この分

が上乗せされると相当多額の金がかかると思われますが、この件に関しましては、

２０年度中には方針を決定するとのことでした。 

芦原南、北幼児園を統合して、芦原庁舎に移転を考えているのであるなら改修費

用、耐震診断、耐震補強で相当の経費を見込まなければなりませんし、また年間９

２１万円という借地料もネックになってくると思います。 

これだけの経費をかけるのであれば、統合して別の場所に新築することを考える

のも一案であると思いますがいかがでしょうか。 

結論を早く出して頂き現状のまま推移するならば、早急に３幼児園の耐震診断を

実施して頂きたいと思います。 

以上第 1回目終わります。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（東川継央君） 市長、橋本達也君。 

○市長（橋本達也君） 笹原議員のご質問にお答えいたします。 

近年、国内では毎年のように大きな地震が頻発しており、大地震はいつどこで発
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生してもおかしくない状況にあるとの認識が、国民の間に広がっております。 

   このような状況を踏まえ、国は「建築物の耐震改修の促進に関する法律」を改正

し、地震に対する安全性が不足している建築物の耐震化を促進して、平成２７年度

までに、住宅・特定建築物の耐震化率を９０％にする基本方針を打ち出しておりま

す。 

あわら市におきましては、昭和５６年以前の旧耐震設計基準に基づき建設された

乳幼児施設は、幼児園３園、民間保育所２園があります。このうち幼児園につきま 

しては、公立２園、公設民営１園となっております。 

   議員ご指摘のとおり、学校の耐震化につきましては、文部科学省が推進し、耐震

診断率も９０％を超える状況となっておりますが、保育施設につきましては、進ん

でいないのが現状であります。 

しかしながら、学校の児童・生徒より年齢の低い子ども達が、１日の大半を過ご

す保育施設の耐震化整備は非常に重要な課題と認識しており、計画的な耐震診断の

実施に努めたいと考えております。 

   また、この耐震診断に係る補助制度についてでありますが、市営あるいは公設民

営の施設の場合は、国の「住宅・建築物改修等補助金制度」で、基準単価の３分の

１の補助があります。民設民営の施設である場合は、県の「児童福祉施設等耐震化

診断促進事業費補助金」により、基準単価の３分の２の補助となります。 

なお、耐震診断を実施し、耐震補強が必要と判断された建物の補強工事を行う場

合、市営あるいは公設民営の施設は「住宅・建築物改修等補助金制度」により対応

することとなります。 

次に、芦原庁舎の利活用と南北幼児園の統合について申し上げます。 

   ただいまご紹介いただいたように、去る８月２０日に開催された行財政改革調査

特別委員会において、庁舎利活用の検討状況について報告させていただきました。 

   この報告では、これまで総務常任委員会などでもご説明申し上げておりますよう

に、あくまでも検討中の案として、芦原南・芦原北の両幼児園を統合した幼児園を

芦原庁舎利活用の核に置き、そこに追加する施設について、いくつか検討を続けて

いる旨の説明をさせていただいたところであります。 

   その中には、今ほどお示しいただきましたように、老人福祉センターや社会福祉

協議会事務局などとの複合施設という案もございました。 

   年間９００万円余りの土地借上料なども考慮した場合、庁舎を取り壊して、借地

を地権者に返還してはどうかというご意見もお聞きしておりますが、昭和５６年に

完成した芦原庁舎は、合併後のあわら市の公共施設の中でも、比較的新しい施設で

あり、旧芦原町民にとっても一つのシンボル的な施設であります。 

議員各位のご理解がいただけるのであれば、今後もこの考え方の上に立って、早

急に統合幼児園を核とした利活用計画の取りまとめに入りたいと考えております。 

 なお、南北幼児園の統合が実現いたしますと、年間約４,０００万円程度の人件

費削減効果が見込まれます。 

   議員には、芦原庁舎を統合幼児園として活用するための改修費用や、耐震補強工

事費用などについて、ご心配をいただいているところですが、現段階では、改修費

用として約４億円、耐震補強工事費用として約５,０００万円から１億円を要する

のではないかと想定されます。 

   これらの経費は、年間９００万円余りの借地料を含め、決して安いものとはいえ

ませんが、あわら市の将来を見通した場合に、必ず必要となる経費であります。 
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   したがって、平成２５年度が期限となっている合併特例債を有効に活用していく

べきものと考えております。 

 なお、同じ経費をかけるくらいなら、南北幼児園を統合して新築してはどうかと

のご提案でございますが、この場合、新たな新築場所の選定を要することや、芦原

庁舎の利活用問題は依然として残ることなどから、現時点では採用は困難であると

考えておりますので、ご理解賜りますようお願いいたします。 
（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（東川継央君） ２番、笹原幸信君 

○２番（笹原幸信君） それでは、再質問をさせていただきます。学校の児童・生徒よ

り年齢の低い子ども達が、1 日の大半を過ごす保育施設の耐震化整備は非常に重要
な課題と認識しており、計画的な耐震診断の実施に努めたいと考えているというこ

とですが、耐震化整備とは何をさすのか、また計画的な耐震診断の実施とは平成２

１年度当初予算に耐震診断の経費を計上するということなのか、具体的に説明して

いただきたい。 
   また、２点目ですが、耐震診断の補助金について市営、公設民営の場合は国の住

宅・建築物改修等補助金制度で 3分の 1の補助。民設民営は県の補助で 3分の 2の
補助になるとのことですが、国の補助というのは厚生労働省の補助なのかどうかも

お伺いをいたします。 
   また、３点目ですが、診断の結果、改築及び耐震補強の必要性があるとの判定が

出たときは、住宅、建物改築等補助金で対応するとのことですが、どのような内容

なのかをお知らせください。 
   次に、民間保育所の耐震診断状況はどうなっているのか。市の補助はあるのかな

いのかもお伺いをいたします。 
最後に芦原北、南幼児園が芦原庁舎に移転しなかった時、耐震診断はどのように

なされるのかをお伺いをいたします。 
   以上です。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（東川継央君） 市民福祉部長、川島清一君。 

○市民福祉部長（川島清一君） それでは、ただいまの笹原議員の再度のご質問にお答え

をしていきたいと思います。順次、私の方で質問順に従いましてお答えをして参りた

いと思います。 

まず、始めに耐震化整備とは何を指すのかということのお尋ねでございます。施設

の耐震化を進めるにあたりまして、基本的な考えに基づき、保育施設の耐震診断及び、

耐震補強を計画的に実施、また促進していくことにより、施設の安全性を確保すると

いう計画のものでございます。 

 それから計画的な耐震診断の実施とは、２１年度当初予算に耐震診断の経費を計上

していくことか、というお尋ねでございますが、市の総合振興計画実施計画において、

保育施設はもちろん、他の施設も含め、それら施設の緊急性、重要性、優先性を考慮

しながら、年次計画を立て、その計画年度におきまして、予算を計上して耐震診断を、

さらには耐震補強を促進していくものであります。 

議員がご心配をされております、幼児保育施設の安全性の確保につきましては、担

当する部署といたしましても、同様の思いをいたしているところでございます。 

今後、関係部署と協議しながら、実施計画に盛り込み、耐震診断に係る予算の計上

に努めて参りたいと考えておりますので、ご理解いただきますようお願い申し上げま
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す。 

次に、耐震診断の国の補助金でございます。先程の、市長の答弁の中でも申し上げ

ました国の「住宅・建築物改修等補助金」は、厚生労働省ではなく、国土交通省の補

助制度でございます。県子ども家庭課によります、「保育所など児童福祉施設の耐震

化について」におきまして、国庫補助金は、この制度、国土交通省の制度補助金を利

用することとされております。 

それから、耐震補強に対します補助金の内容についてでございますが、この「住宅・

建築物改修等補助金」は、地方公共団体が行う建築物耐震改修等事業に対する補助制

度で、耐震診断に要する経費及び耐震改修工事に要する費用の３分の１以内の額を補

助するというものでございます。 

   なお、その耐震改修工事の対象となる基準単価は、１㎡当たり、４万７千円を限度

としております。 

次に民間保育所の耐震診断状況、また、市の補助金の有無についてでございますが、

民間の保育所では、旧耐震基準により建設された二つの保育所、すなわち妙安寺保育

園と白藤保育園の耐震診断が必要となっております。 

   市の補助金といたしましては、耐震改修工事に要する費用については、「福祉施設

整備事業補助金」の対象となり、これは国・県の補助の残りの、１００分の８を補助

することとなっておりますが、耐震診断に要する費用については、市の補助金はござ

いません。 

   ただし、県の補助制度としましては、耐震診断に要する経費の、３分の２を補助す

る「児童福祉施設等耐震化診断促進事業補助金」がございます。 

最後に両幼児園が移転しなかったときの耐震診断は、どうするのかということでご

ざいます。これにつきましては、先程も市長の答弁なかにもありましたが、ただいま

案というようなことでお示しをしている内容のものでございますが、もし、その建物

が、両幼児園のことですが、今後も幼児保育施設として使用されていくということで

あれば、耐震診断を行い、さらには耐震補強についても計画的に実施していくことに

したいと考えておりますのでよろしくお願いを申し上げます。 

以上で答弁を終わらせていただきます。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（東川継央君） ２番、笹原幸信君。 

○２番（笹原幸信君） 再度、質問をいたします。第１番目の再質問で私が言いました２

１年度、当初予算に耐震診断の経費を計上するのかどうか。先程、市長が答弁された

ように大変、緊急性ある重要な問題であると答弁をされております。これに対して部

長の方からは努力すると、２１年度、当初予算に上げるかどうかを私は聞いているの

であって努力するという回答ではなしにもう少し具体的な回答をお願いをいたしと

思います。 

   それからですね、今の回答で私自身ちょっとびっくりしたのは、所管の厚生労働省

の補助金がほとんどなくですね、保育園とか幼児園を管轄している所管の補助金がな

いというは大変おかしいというように感じました。所管でない国土交通省の補助金を

もらってやるということに対してちょっとおかしいなという気がします。これは、当

市だけの問題ではないので私の意見ですが、できたらですね、自治体がいろいろ共同

して文科省と同じような耐震診断補強の補助金の制度を作っていただくよう所管の

厚生労働省に働きかけていかなければならないのではないのかなと、そういうふうに

思います。まず、先程、言いましたように何とか当初予算に上げていただいて２１年
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度に耐震診断を実施をしていただきたいそういうふうに思います。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（東川継央君） 市民福祉部長、川島清一君。 

○市民福祉部長（川島清一君） 笹原議員の再質問に対します再度の質問でございます。 

   先程の答弁のなかで私も予算の計上に努めて参りたいということでございまし

たが、これは、実際には努力をしていく、また今後、次年度に対します実施計画そ

れらも今後、詰めていくというなかでこれらを要望していきたい、またそこに計画

的に上げるような努力をしていきたいというふうに考えておりますので、それによ

りまして予算計上も強力に計上できるように努力をして参りたいというふうに考

えますのでよろしくお願いを申し上げます。 

それから、次の国土交通省の補助金しかないというようなことでございますが、

この補助金につきましては、厚生労働省も一つに考えられますのは、たくさんの補

助金、この耐震診断及び耐震補強工事に対します補助金がいろんな部署によってあ

るということが国におきまして、私も聞いているところによりますと一本化という

ようなことも視野にあるようでございまして、ただいま国土交通省が先に補助した

補助制度に沿って厚生労働省もこの補助金を使っていただきたいというような県

からの家庭課の方からも要綱のなかにも謳ってありますので、この補助金を使用し

ていただきということでございます。なお、そういう厚生労働省に対しましても働

きかけを、ということでございましたがこれにつきましては、各市町、隣の坂井市

また、担当課とも協議し県にこのようなことも申し上げていきたい、希望していき

たい、運動していきたいというふうに考えておりますのでご理解をお願いします。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（東川継央君） ２番、笹原幸信君。 

○２番（笹原幸信君） 市長にお願いいたします。部長の方からは、当初予算に何とか予

算計上をしていきたいと、そういう気持ち、熱意を言っていただいたんですが、何分

にも財政課長査定、市長査定と査定が段階がいろいろございます。何とか２１年度で

耐震診断の予算を認めていただくようお願いをしたいと思います。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（東川継央君） 市長、橋本達也君。 

○市長（橋本達也君） 担当部署としては、２１年度の予算化に向けての努力をします。

というような答弁をいただいておりましたけども、議員ご指摘のとおり、財政当局の

協議も必要ですし、もう一点はやっぱり、笹原議員ご自身もですね、財政運用につい

て厳しいご指摘を今までされてますので、なおさら担当部長は努めるという答弁をし

たのではないのかなと思いますが、議員ご指摘のとおり、大変重要な問題である。し

かも緊急を要する問題だということについては、私も十分認識をしておりますので、

２１年度の振興計画の見直しも行いますのでその中にこの件も入れてですね、議員の

ご希望に沿うべく私自身もまた諸々の条件を煮詰めてですね、努めて参りたいという

ふうに思っております。 

○２番（笹原幸信君） 以上で質問を終わります。 

 

◇向山信博君 
○議長（東川継央君） 続きまして通告順に従い、８番、向山信博君の一般質問を許可

します。 
（「議長」と呼ぶ者あり） 
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○議長（東川継央君） ８番、向山信博君 
○８番（向山信博君） ８番市政会、向山。入湯税について質問をいたします。 

まず、一つ目ですが、旅館経営者のモラルについてであります。私はこの入湯税

というのは普通の消費税や固定資産税また、その他の税金とは少し異なる税だとい

うふうに思っています。全国的に横にらみということもありますが、税の導入につ

いても金額についても、自治体に任せられているということであります。また、そ

の充当範囲も定められているということでございます。 
お客様からきちんと徴収し、そのお金を納入しないということは、今、社会的に

いろいろ問題になっております、社会保険庁へ事業者が従業員から徴収した保険料

を納入しなければならないのに、それを収めない、ということと同じではないでし

ょうか。また、この税の取り扱いについても、疑問があります。きちんと別管理を

しなければならない、というふうに思うわけでありますが、この点について市長の

見解をお聞きしたいというふうに思います。 
次に、税の申告についてであります。 
旅館組合がまとめて申告をするところと個々の旅館がそれぞれ申告をするとい

う二重の申告方法をとっていた、ということです。これは、私に言わせれば自治体

がその管理について、もっとまとめなければならないのではないか、というふうに

思うわけでございます。好きなようにやらせていたというのも疑問があります。 
これは、自治体が申告の方法や申告数の正確さも含めて取り決め、納入を指導し

なければならない、というふうに思うからであります。それは、旅館の申告や納入

について正確性や不公平をなくすためにも必ず必要であるというふうにさらに思

うからであります。この点についても市長の考えをお聞きしたいと思います。 
次に、入湯税の滞納の処置についてであります。旅館経営者始め、苦しい状況を 
乗り越えて義務を果たすというこのような税の納入者の気持ちを考えますと今後

を含めてどのような処置を市民に報告していくのか、市長のお考えをお聞きしたい

と思います。 
次に、このようなことが二度と起さないためにも庁内組織の管理運営についてで

あります。公選で選ばれた首長と職員の関係は権力者と従者の関係が成立し、トッ

プのモラルや考えがそのまま反映するのが常であるというふうに思います。このこ

とを考えますと今回のことは、トップの意向がなければ長年に亘りこのようなこと

がなされたとは、到底誰も考えられないわけでありまして、トップダウンであると

いうのが普通ではないでしょうか。 
先日、協議会で物理的な抑止の方法をお聞きしました。これも人がやることであ

り、万全ではない、というふうに考えます。また、よく公務員は縦社会だと言われ

ていますが、特に、国、県とのつながりはそうである、というふうに思います。私

は、決してあわら市はそうであるというふうには思いたくありません。 
何がいいたいかと申し上げますと、強い権力者にはボトムアップが必ず必要であ

ると思います。余りにも強い権力者は長続きしませんし、市民のためにならない、

というふうに思うからであります。 
４年に１回の審判があるからと言われるかもしれませんが、この４年間が大変長

く、市民や職員にとって大変大事であると思うからです。 
今回のことで失われた行政と市民の信頼関係を取り戻すためにも、職員の処分だ

け訴えるのではなく、風通しのよい組織を構築することが今、求められている最大

の市民の感心事であるというふうに思います。また、私はこのようなことを思うと
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き、当時の首長の検証なくして、職員の処分だけでは済まされないというふうに思

っています。このことについても市長のお考えをお聞きしたいと思います。 
   以上で１回目の質問を終わりたいと思います。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 
○議長（東川継央君） 市長、橋本達也君。 

○市長（橋本達也君） 向山議員のご質問にお答えいたします。 

   まず、この度の入湯税滞納額の調定未済といった不適切な処理に関し、議員の皆

様を始め、市民の皆様に多大なご心配とご迷惑をお掛けしたことに対し、衷心より

深くお詫び申し上げます。 

今後、このようなことが起きないよう、私を始め職員一同が襟を正し、誠心誠意

職務に取り組んで参る所存でありますので、よろしくお願いいたします。 

それでは、１点目のご質問の旅館経営者のモラルについて申し上げます。 

   ご承知のとおり入湯税は、鉱泉浴場を有する旅館等を利用した入湯客に課するも

のであります。そして、その徴収は、特別徴収義務者として市が指定した旅館等の

経営者が行うこととなっており、入湯客から徴収した当月分の入湯税を、翌月に市

へ納付するものであります。 

このことから、入湯税は、旅館等経営者の「一時預かり金」であり、申告及び納 

付が滞ることに対してモラルを問われるものであります。   

なお、当然のことながら、特別徴収義務者に対しては、他の税と同様に法律上の

義務が課されております。 

次に、２点目の入湯税の申告について申し上げます。 

現状においては、個々の旅館等がそれぞれ申告・納付する方法と、納税組合を組

織している旅館協同組合が同組合に加入している個々の旅館分の申告書を取りま

とめた上、一括申告・納付する方法の二本立てとなっております。 

そして、旅館協同組合を経由した申告納付に関しては、申告書や納付の取りまと

めの関係上、実質１ヶ月遅れの申告・納付となっております。 

このような特別扱いは、以前から行われていたようでありますが、納税組合によ

る納付といえども好ましくないことは明らかであります。 

この度、市税等の納付方法の見直しにより、納税組合を経由した納付方法につい

ては、本年度限りとしましたので、来年度からは本来の申告納付に移行するよう要

請したところであります。 

また、税の公平性を確保する観点から、法律に基づく帳簿書類の検査権を発動し、

特別徴収義務者である各旅館等に対し、適正申告に向けた指導、調査を本年１０月

から実施して参ります。 

   更には、入浴形態の多様化に伴う課税のあり方について、先に実施した全国主要

温泉地の調査結果などを踏まえ、見直しを図りたいと考えております。 

次に、３点目の入湯税の滞納及び調定未済について申し上げます。 

入湯税の調定未済は、バブル崩壊後の景気低迷の影響を受け、温泉観光客の入込

数が減少したことなどにより経営不振となった旅館が、平成１１年度において滞納

したことから生じてきたものであります。 

本来なら、入湯税は納付の有無に拘わらず、申告と同時に収入調定に計上し、未

納となった場合は、滞納繰越分として処理しなければいけないわけであります。 

しかし、当時は、２旅館の滞納額も少額で、少々遅れたとしても納付が見込める

と考え、調定計上を見送ったことが発端となったものであります。 



 38 

それ以後、このような処理方法が改善されることなく、滞納分は納入日に調定計

上することが継続され、本年５月末の時点では、５旅館分で 1,７４４万７千円に膨

れ上がったものであります。 

一方、これまでの不適切な事務処理、決算書の不備は、決して許されるものでは

ありませんが、調定未済であった入湯税額を放置することなく、現在まで鋭意徴収

事務にあたっていたのは事実であり、このことはご理解いただきたいと思います。 

次に、４点目の庁内組織の管理運営について申し上げます。 

市では、調定未済が明らかになったことから、出納閉鎖前の５月２７日の総務常

任委員会協議会及び５月３０日の議会全員協議会において、その概要について説明

を行っております。 

そして、６月１３日開催の総務常任委員会に資料を提出しご審議をいただいたほ

か、その資料を公表しております。 

また、同日付けで、副市長を委員長とする「入湯税調定問題調査委員会」を設置

し、申告書及び調定簿の存在する平成１０年度からの申告、収納状況、及び関係職

員等の聞き取り調査などを実施し、「入湯税調定問題調査報告書」として取りまと

めを行っております。 

この報告書については、７月２２日、総務常任委員会及び監査委員に提出して、

ご審議いただいております。 

   今後に向けた対策としましては、申告がなされた時点での収入調定への計上は勿

論のこと、そのチェック体制の強化を図るとともに、収納システムとの連携などの

体制整備を充実したいと思います。 

   また、この調定未済問題を機に、公務員としての意識高揚を図るためのコンプラ

イアンス研修の実施や、事務監査体制の整備に取り組んで参りたいと考えておりま

す。 

   今回の調定未済の不適切な処理は、報告書にあるように、あくまでも職員の判断

に基づくものであり、トップの指示は一切無かったものと思っております。 

なお、この問題について、退職された当時の首長の責任追及のことにつきまして

は、私の立場で言及すべき事項では無いと判断しております。 

   また、風通しのよい職場づくりについては、私の目指す組織の姿であり、市長就

任以来、職員との意思の疎通に努めているところであります。 

最後になりますが、市民の皆さまには、市広報紙等を通じて、調査委員会の報告

書などを基にこの問題の全容を明らかにし、お知らせして参りたいと思いますので、

ご理解いただきますようお願いいたします。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 
○議長（東川継央君） ８番、向山信博君 
○８番（向山信博君） 今程の市長の答弁でですね、２点ほどお願いしたいと思います。 

まず、特別徴収義務者である旅館に対して適正申告に向けた調査を本年１０月と

いうようにありますけれども１０月と言わんと今すぐですね、行政の調査、それか

ら監査委員会の調査が終わってますからね、そんなもんすぐ始めないかんと、そう

でなかったら他の納税者に対してですね、たいへん失礼ですよ。これは是非、お願

いしたいと、早くお願いしたいというふうに思ってます。 
   もう一つですね、トップの指示は一切なかったと判断するとしておりますけれど

もトップの指示がなくてもトップは知るべき義務がありますし、それも知らなかっ

たというならば本当に職務怠慢であるというふうに言わざるを得ません。私はこの
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件について、本人自らが出てきて陳謝するような要請も必要であるというふうに思

いますが市長のお考えをお聞きしたいと思います。 
（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（東川継央君） 市長、橋本達也君。 
○市長（橋本達也君） 今後の特別徴収義務者に対する指導といいますか、問題ですけ 
ども既にそういう話し合いといいますか、既に行っております。今、１０月から始

めようとしているのは、調査権に基づいての立ち入りの調査でございますので、さ

らに一歩進んだ指導、調査を調査権に基づいて行うと言う内容のものでございます

のでそれは、１０月から実施をしたいということですのでご理解いただきたいと思

います。 
   それから、２点目のトップの問題ですけれども、副市長を委員長とします、調査

会で調査をしてもらっておりますが、その結果ですね、当時の担当していた職員達

の聞き取り調査によってもトップまで報告したということはありませんでした。そ

れから、既に退職されておられますけれども４名の特別職の方々にも聞き取り調査

を行ったようですが、いずれもやはり、知らなかったというようなご回答でした。 
   このことにつきましてはですね、管理監督という意味ではそれは、一般的には責

任問題としてはあるのかも知れませんけれども直接的なことはなかったというふ

うに思っております。このことについてですね、ご本人等が出てきてですね、云々

という今、お話ございましたけども、これは市といたしましては、そのような調査

をいたしておりますので、これから先のことになりますとこれは、行政としては、

少しできないのかなというふうに思っております。これは、行政とは別問題のとこ

ろに行ってしまうのかなというような気はいたしております。 
（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（東川継央君） ８番、向山信博君。 
○８番（向山信博君） ちょっと納得はいかないわけでございますが、これは市民の皆

様方が正確に判断をしていただくというふうに思っております。 
   税金の問題についてですね、今、市内といいますか、市民の方々は、大きな不満

をもっております。と言いますのは、本当に苦しい状況の中でまじめに働く方々、

特に小売業者や小さい製造業販売を行っている方々におかれましては、非常に厳し

い状況の中でまじめに納入をしているという方、たくさんの人を聞いております。

そんな中で少しでもこのことに対してですね、市としては、公平公正に納入という

ことに関しての指導を、収納対策室ですか、ございますし、きちんとやっていただ

きたいというふうに思っております。 
   話は別になりますけども、こういうことを含めてですね、処分も含めてですね、

市長は、常に先行、先行で記者会見やらいろんな発表されますけれども、私は今回

の雲雀ヶ丘寮の社会福祉法人協議会に特命についてもですね、言われますけどもや

っぱし議会のですね、議員発言は、市民の大きな付託がございます。また、市民の

意見や要望を反映する我々としては少なくとも、先ず議会のお話を聞いてですね、

それから、市長の特権である自分での進め方を進めていただきたい。そうしないと

きちんと収まるところでも収まらない、また余分な議論をしなきゃならないという

こともございますので今後は、少なくとも議長もいつもおっしゃっておりますけど

も議会と行政は車の両輪であるというふうに私も思ってますので、議長に対しまし

ては、そういうふうないろんな場所でですね発言いたしまして先ず、議会との相談

といいますか、意見交換といいますか、ということをされて発言していただくよう
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に要望いたしまして私の質問を終わりたいと思います。 
 

◇関山博夫君 
○議長（東川継央君） 続きまして通告順に従い、7 番、関山博夫君の一般質問を許可
します。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 
○議長（東川継央君） 7番、関山博夫君 
○7番（関山博夫君） 7番、関山でございます。議長のお許しをいただきましたので、
今から一般質問をさせていただきます。少し、お三方がかなり、厳しいお話もござ

いましたので、私のお話につきましては、ビジョンということでございます。それ

を掲げて今回、質問させていただくことになっております。まず、題名としまして

は、合併５年を経過したあわら市街地の格差という言葉なんですが、違いと言いま

すか、そういうことについてですね、お話をさせていただきたいと思います。中心

市街地のまちづくりの短中期ビジョンの形成について、ということでございます。 
本日、質問させて頂きます事は私がここ４年間暖めてきましてやっとある方向性

がまとまってきました。ほぼ私の質問の集大成ということであります。ざっくり大

枠の話をさせていただくわけですが、ここではこうあるべきかなとか、こうでなけ

ればならないとか、そういう野暮ったい話はですねしないでおきます。かくいう私

も、硬くならずにお話をさせて頂きますので市長もその点をどうぞよろしくお願い

申し上げます。 

昨日はですね、いろいろなニュースが盛りだくさんでありました。それは、本荘

の米倉さん、８０歳越えられた、本当に健康そのものの立派な農業を担当されてる

方でございますが、その方がＮＨＫですね、６時のＮＨＫで紹介されておりました。

また、ニュース等ではですね、福井市宮ノ下の一億本のコスモス園の報道ですね、

それから、隣の加賀市ではお寺があるんです。実性院というお寺がありますが、そ

この萩が見所である、そういうことですね。我々、全市民や県境を越えた方々の双

方の自然に興味を持つ人々やリピーターは、勿論、まだ見ぬものにも旅心をいざな

うような初秋の心うきうきさせるニュースでありました。さて、我があわら市にお

いては、今年は幸い災害も少なく実り多い年であると聞いております。私も６０に

なりまして、亡き父がこよなく愛しておりました古美術品や盆栽いじりあるいは、

植木の世話ということが身にしみてきたわけでございます。さて、本題に入ります

が、平成１６年春にあわら市は合併し早５年目に差し掛かっております。市民各位

に置かれましては、合併の色々な問題とそれらの解決に鋭意従事されて来られたこ

とを私も思っております。私たち議会も鋭意それらを共通化し問題解決に積極的に

取り組んできたところであります。その一つ一つをここで列挙する事は慎ませてい

ただきます。しかし、私の周りではどうも市当局は合併の２市街地にバランスを欠

いているのでは無いかとい云う声が聞こえてくるのであります。そこでお尋ねを致

します。合併融和がもっとも重要な時、比較する事も憚られる処でありますが、私

も支持者を得てここにおります関係上、私への負託の立場上、お話を紐解かせて頂

きますことをお許しいただきたいと思います。先程、向山議員から入湯税に対して

諸々言及をされましたが、観光客の入れ込み、先程、市長がおっしゃったようなバ

ブル崩壊後のいわゆる問題、自他の要因があります。例えば顧客ニーズの変化や長

期的景気低迷、あるいはガソリン問題とかですね、いろいろな外部要因がひいては

アメリカのサブプライムの問題なんかもありますけど、こんな話をしますとあちこ
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ちになってしまいますので、それはよしておきます。それはそれとして、旧市街地

それの一つですね、旧金津地区においては、２８０ヘクタールに及ぶ建設的経費が

着々と進行し、市民各位の目にも映るように都市整備に再投資がされて滞りなく進

行しているわけでございます。さて、もう一つの旧芦原地区への建設的処置がなさ

れているかという事であります。勿論、現市長は合併時には市長ではありませんし、

副市長も市長より遅く理事者側に編入されたわけであります。そこでお尋ねを致し

ます。中心市街地まちづくりの短中長期的なビジョンの形成についてでございます。 

   あわら市の２つの市街地の一方、旧芦原市街地は、どのようにこれから対処され

るおつもりであるのか。我々が住んでおりますところの旧芦原地区の市民は、その

答えをですね、粘り強く待っておるのであります。ある方は、片肺である。片目で

あるとか、片輪であるとか、片方であるようなことを私に強くプッシュするわけで

ございますが、思えばかつて合併に存在していたらしさ創造もあったわけでござい

ます。如何でしょうか。その点についてお尋ねをさせていただくわけでございます。 

   その問題の中でですね、今現在のあわら湯のまち駅でございますが、将来のえち

ぜん鉄道にですね、低床車両、ＬＲＴというのが話されておりました。その中でで

すね、まちづくり周辺整備についてでございます。将来のえちぜん鉄道の低床車両

の乗り入れ、福武線がいわゆる福井の方へということで、いわゆる第３セクター的

な形になってきたということでございますが、かつて、前市長時にですね、あわら

湯のまち駅周辺整備についてであります。かつてあわら湯のまち駅を７０００万で

立替するよ、というお話があったんですが、それは立ち消えていわゆる少しの手直

しでで、改修ということでおさまったわけでございます。駅舎は補修の結果、十分

駅舎の機能を保って問題はないわけでございます。今日、えちぜん鉄道を利用する

乗降者の利便には何も障害なく役立っていると聞きます。勿論、北陸線は大動脈で

ありますから、えちぜん鉄道とは比較するものではありませんが、いわゆる旧芦原

市街地の玄関である事は間違いはありません。日々、通勤、通学は勿論のこと、イ

ベントは、福井まつりへ行くよと、あるいは、三国祭りへ行くよ、夏になると三国

の花火大会に行くよ、海水浴に行くよ、私達も三国の方へはしょっちゅう行ってお

りましたし、福井は通学しておりましたのでそういうことがあります。大切な交通

体系であります。今は、亡くなられましたけども坂川市長がその時に大きく取り上

げられていた、いわゆる見渡せば富山市の方でのＬＲＴに伴う低床車両の導入等、

又福武線とのジョイント等が待たれる処であります。そこでお伺いいたしますが、

あわら湯のまち駅の改築はそれほど急を要しているとは思いませんが、相変わらず

住民は旧金津地区の発展にですね、いわば２８０ヘクタールですね、旧市街地です

ね、あわら温泉駅周辺整備という形できちんと銘打たれてるわけですが、あわら出

身の市長も痛いほどお分かりの事では無いか。であるのであれば、市民ニーズ、観

光ニーズとしての玄関口機能としてのインフラ整備が待たれているのでは無いで

しょうか。例えば日々の玄関、市民のライドアンドパーク等ですね、いわゆる駐車

場の整備ですね、冬季忘新年会であわら温泉の場合には、県外あるいは県内から多

くの方がお越しになるのですが、その時に突然雪が降るということがあります。そ

ういうことに対してですね、混乱と集中回避としての駐車場整備、日帰り客、特に

湯めぐりか何かが３年前からやってるわけですが、観光客の利便というより重要機

能としての駐車場整備、また商店街の活性化としての駐車場整備等ですね、市民あ

るいは観光従事者にとって心から望まれるような施設では無いか。そして願わくば

えちぜん鉄道をまたぐか、かいくぐるか、駅北、駅南北をですね、駅の北側とうい
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うのは、今現在、北潟の方を向いている。駅南というのは、本荘の方を向いている。

結束する立体施設等が必要と考えております。２つきちんと踏み切りがあるわけで

すけども１５分、いわゆる往来が激しいわけでありまして、いわゆるそこでですね、

あわら温泉を貫通する川と例えられております。そういうことは昔から言われてる

わけでございますが、そういうことに対して如何でしょう。大胆なビジョンを持た

せるそのようなまちづくりを市民皆で考える夢は大切である、夢があるからこそ

我々は、励み生きてく、ということであり張りを持って生きていくということです

ね、元気が与えられるわけであります。英知を重ね作り上げられているまちは、そ

の平面に対して鮮度を失わないどころか潤いを増すんである。いわゆる品格が滲む

のではないかということでございます。ヨーロッパ何か行きますと非常に古いレン

ガのところに多くの草木がですね自然に生えている状態ですね、いわゆる、人口と

自然との調和ということが特に言われておるわけでございますが、私どもでは毛頭

ありませんが、立派な先輩方はそのように申しております。時代のニーズは刻々と

変化しているわけでありますが、旧芦原市街地の玄関にインフラのリニューアルを

果たし今まさに期待されるまち歩き、いわゆるまちをですね闊歩しようじゃないか、

と先程、入湯税の話もありましたが、多くの軽井沢、あるいはそういう有名な観光

地、湯布院、そういうとこはですね、全部町の中に人が溢れそして、楽しく豊かに

ですね、会話をしているわけでございます。それらの心意気をですね、一つ市長に

ですね、ビジョンとしてですね、形成していただくためのお話をいただけないか、

ということでございますので以上よろしくお願いを申し上げます。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 
○議長（東川継央君） 市長、橋本達也君。 

○市長（橋本達也君） 関山議員のご質問にお答えをいたします。 
現在のあわら市には、ＪＲ芦原温泉駅を中心にした金津市街地と、えちぜん鉄道

あわら湯のまち駅を中心とした芦原市街地の２つの市街地があります。 
 このうち、ＪＲ芦原温泉駅周辺地区については、平成１６年度からの２年間で、 
芦原温泉駅周辺整備基本計画を策定し、これに基づき、北陸新幹線の延伸に対応し

た振興実施計画も立てております。 
また、当面の事業実施に向け、平成１８年度には、新幹線の現駅併設を見据え、

定住環境の向上をまちづくりの目標に、金津市街地約２８０ヘクタールを区域とし 
た都市再生整備計画を策定しております。 

   この計画では、個別の目標として、交通ターミナル機能の強化、定住環境の整備、

市民活動団体の育成を掲げ、この目標達成に向け、平成１９年度から３年間で、東

西駐車場の整備や西口アクセス道路の一部の整備、更に公園整備やまちづくり活動

推進事業などを進めることになっております。 
  一方、あわら湯のまち駅周辺地区でありますが、今日まで、有楽荘跡地検討委員

会を始め、観光行政の視点から、様々な検討がなされてきましたが、現時点におい

て、まちづくりの整備方針が確定していないというのが現状であります。 
   現在、市街地整備については、まちづくり交付金による整備や中心市街地活性化

法による整備手法がありますが、何れも、単体のハード事業だけの整備では、事業

採択が困難となっております。 
事業採択には、まちづくりの目標を設定し、その目標の達成度合いを検証できる、

具体的な指標の設定が求められているところであります。 
そこで、まちづくりの目標を、例えば、「温泉街を訪れる観光客が、気持ちよく
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街中を散策できるまちづくり」と設定した場合には、その実現に向けた手法や、目

標に対する進捗の度合いを検証する手段、更に事業実施の前後における検証結果が

問われることになります。 
従って、あわら湯のまち駅周辺の整備に当たっては、整備ありきではなく、如何

に魅力的な温泉街のまちづくりを、どのように目指していくのかという議論が必要

となります。 
   今後、議会や市民の皆さんと共に議論してまいりたいと考えておりますので、よ

ろしくお願いいたします。 
（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（東川継央君） ７番、関山博夫君。 

○７番（関山博夫君） 力強いお話をいただきました。心意気ということでございます

ので、５年遅れ、別に遅れても私は亀でなければいけないんじゃないかな、といわ

ゆる、うさぎで昼寝してはいけない。先行投資だけでですね、ハード整備だけで乗

り切ろうとしても世の中それはだめだ、ということでございます。特に観光という

のはですね、非常に難しい問題を抱えております。喜ばれなければいけいない。来

たお客様が「ああここはいいな。」、「いいでしょう。」ではないですね、「いいでし

ょう。」っと言ってもだめです。「いいな、ありがとうございます。」とそういうふ

うなことでないかと思っております。 

   それでは、第２番目に移らさせていただきます。仮称「あわら市観光会議」の早

急な設置についてでございます。まちづくりを本格的に検証するため、先程も言わ

れたんで、繰り替えさんとっかな思うんだけど、いろいろな団体、市、市議会等で

すね、幅広い団体から集団で構成される委員会の設置についてでございます、先程、

市長はハードだけじゃないよ，と言われましたけど、まさにそのとおりであります。

今までですとですね、箱物作って、物作って、さあ、お任せだよ、あなた方市民勝

手にやりなさい。そうすると市民の方からここの草むしれ、掃除しろ、ああしろ、

こうしろ、そういうことがいわゆる対価としてでてくるわけですね。そういうこと

については、だめなんだといわゆる、自分達が関わった人間であり、関わった場所

をですね、自分達が磨き上げるんだと、そういう毅然とした態度が必要なわけでご

ざいます。さて、次にですね、仮称「あわら市観光会議」の早急な設置について、

先程、申し上げました夢は別にしてまさに生きたまちづくりを本格的に検証するた

めいろいろな団体、市、市議会それらを含めたですね、超党派のですね、いろんな

集団で構成される委員会、これ継続しなければいけないんですよ、１回やりました

よ、２回やりましたよ、３回目で落としましたよ。ホップ・ステップ・ジャンプそ

れじゃだめなんだ。いわゆる、永続しなければいけないんですね。永続するという

ことがようするにこれからの状況なんです。市長がいわゆる、あわらの人だからだ

とか、金津の人だからとかそんなことを言っているんじゃない。問題は、観光とい

う基幹産業を成長させて、そして、自分達が誇らしいまちづくりをしなければいけ

ない。そのためには、永続しなければいけない。その永続というのは、月１回であ

るとか、半年１回であるとか、そんなことじゃない、いわゆる、問題があったとき

には、果敢にそれに対して我々を徴集してですね、理事者の方々も出てきてですね、

そうなるように、どこどこだ、あこだ、縦割り、縦割り、そんなものは今からの時

代じゃないですよ。今、世の中は大きく変わろうとしている、どんどん変わろうと

してます。そういうふうな過渡の中でですね、生きたまちづくりは、先の６日に開

催されましたＪＲ芦原温泉駅周辺整備皆でつくる景観の美しいまちづくりワーク
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ショップその方向性を少しお伺いしたわけですね、特に女性に対してですね、優し

い、私みたいな人間ではだめなんです。女性に対して非常に優しいね、まちづくり、

おしゃれなまちづくり、そういうことがですね、強く輝いて、誰も好かれるまちで

ある、そういう事、いわばデコラティブじゃなくてですね、華美ではないきちんと

していてローカルであるが、機能的でお洒落な、いわゆるちょっと都会的なことで

ある。緑あふれる植え込みがですね、いわゆる塀を作っているじゃなくてバリアフ

リーの状態でですね、非常にどこでも行きやすい、我々が望む、今まで体験したこ

こはすごいな、と思っているまちづくり、そういうものができんかということです

ね。我々が田舎者であるからとか、私、田舎者ですけど、田舎者だからでないんで

すよ。塀は作らなければいけない。そんなんじゃないでしょう。広大な敷地いうも

のが広がりがあって、その中にそれぞれの営みがあり、それぞれが解決している。

そいうことでございます、緑溢れる植え込みが、面的な広がりを持ったいわゆる、

壁が取り払われて、目線ではボーダレスである状態。ウインドーショッﾌﾟがある状

態。ショッピングセンターなどには置いていない、ようするには置いていない者が

どんどんあるわけで手作りの商品が品揃えが、カラフルであるよ、豊富であるよ、

ということがいろいろ話されておりました。また、利便であるということ、潤いが

ある、四季の花が咲き誇ってどこと無く五感にうったえるようなヨーロッパ的な、

ヨーロッパっと言ってもちょっとあれだけど。どこだと言いませんが、花が香って

いる２４時間、３６５日、そういうふうな五感にうったえるようなヨーロッパ的な

感覚が滲み出ているようなこと。市民にいつも笑顔が絶えない、楽しい、おいしい

ものもあるよ。友人、知人と、また観光客とでも平気で語れるようになるよ、おし

ゃべりが出来る処がある、機能的であり、人がわくわくさせる魅力がある。あらゆ

るプラス思考のものがあらゆる世代を超えた情感溢れる女性の目線で満足させる

に足る町花咲き乱れるかぐわしきまち、また、きっと訪れたくなるまち、写真ビデ

オに収めたくなるビジュアルなまち等であります。いろんなプラスことを申し上げ

ましたけれども、これは、自分の勝手なことを言ったわけですから、そのとおりな

るかならんかは別です、しかしそれに対しては、目標があります。湯布院であれ、

黒川温泉であれ、おるいは、伊豆のああいう簡素な、そういうシックなまちでもあ

るわけなんですね。そういうものはですね、ちょっと時間が来てしまいましたんで、

ちょっと端折らせていただきますけれども、それと同様のですね、旧芦原市街地に

も言えるんではないか。温泉づくりの場合は、まったく同じことが、同じものはな

いんです。作っても同じものはないんです。それらを具体的にして行く時に多くの

コンセンサスと同時にですね、そのモデルを熱心なブレーンでるスト－ミングをし

て、ブレーストーミングをして行くことが大事なんでないか、ということでござい

ます。それについて、ちょっと時間がまいりましたけれども、この当りでひとつ市

長の簡潔なお話を聞かせていただきたいと思います。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（東川継央君） 市長、橋本達也君。 

○市長（橋本達也君） お答えをいたします。 
   まず、ご提案をいただきました、まちづくりに関する政策集団の設置について申

し上げます。 
   あわら市の活性化やまちづくりを考える場合には、ご指摘いただきましたように、

行政単独でこれに当たるのではなく、市民の皆さんや各種団体の皆さんからの幅広

い意見の集約が必要となります。 
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 現在、市内には、あわら市の活性化やまちづくりに取り組んでいる団体やグルー

プが複数存在しておりますが、それぞれの考え方や方針に基づいて活動を行ってい

るのが現状です。 
   このため、今後は、これらの団体や関係機関、さらには農林漁業従事者、商工業

者、観光事業者などの異業種の皆さんが、まちづくりについて協議することのでき

るプラットホーム的な場づくりを推進する必要があると考えております。 
   そして、こうした場や機会を、常設の組織へと進化させることにより、ご提案い

ただいたような政策集団の実現が可能になるのではないかと考えるものです。 
  さて、ご心配をいただいておりますあわら湯のまち駅前多目的用地の利活用につ

いては、先般、東洋大学に対し、官民連携による事業の可能性について調査を依頼

したところです。 
この調査結果に対しては、私自身満足できるものではありませんが、構想段階か

ら行政と民間が協力していく事業手法については、これからの公共事業体系の一つ

ではあると考えております。 
従いまして、多目的用地の利活用策の検討に当たっては、従来の事業手法に加え、

民間のノウハウや資金を活用した提案型事業の調査研究も続けて参りたいと考え

ております。 

観光客が集中する地域の空き地、空き店舗等の対策についてでございますが、本

市の商業振興と市街地の活性化対策として空き店舗対策は重要な施策と考えてお

ります。空き店舗対策については、地域の協力が不可欠であり商工会と連携して支

援策や取り組みの検討を進めているところであります。 
昨年１２月にオープンした湯けむり横丁屋台村も、インキュベーター施設として

位置づけており、将来に向けた空き店舗対策の一つであります。 
現在、９店舗が営業し、７月末現在で延べ３１,２００人の利用者があり、今後、
温泉街の活性化に期待されているところであります。 
また、商工会では、今年度から地元商店街等で構成する「賑わい創出委員会」を

設置し、ＪＲ芦原温泉駅前と温泉街の空き店舗の実態調査を実施するとともに、Ｊ

Ｒ芦原温泉駅前とあわら湯のまち駅前の空き店舗を活用したチャレンジショップ

出店事業に取り組んでいるところであります。 
よろしくご理解いただきますようお願いいたします。 

○７番（関山博夫君） ５分まだ残っておりますので、もう少しお願いします。 

○議長（東川継央君） ７番、関山博夫君。 

○７番（関山博夫君） お叱りいただいちゃいました。ごめんなさい。 

   それではですね、観光客が集中する地域の空き地、空き店舗等その融合と発展の

ためにはですね、具体的にはどうなんだというお話は市長が述べられたとおりであ

ります。芦原温泉においても芦原温泉街においても同様な市民と観光客が共有する

問題はあわらの宝が何なんだ。それは、三国の宝なのか、丸岡の宝なのか、坂井町

の宝なのか、加賀市の宝なのか、そうじゃない。あわらの宝なんですね。あわらの

宝を我々が有機的に結合させて行くとそれは何だと。創作の森があるじゃないです

か。皆さんそれぞれに文化協議会の中で手作りの商品がありますよ。これがようす

るに世の中に出て行くか、出て行かないかなんです。お店せんといて出るわけない

でしょう。蔵のなかに入れといて、ですから過去ですね、ちょっと振り返れば、創

作の森のですね、作家さんがですね、一生懸命作ってる商品がありますよ。それは、

作家のところに置いときますよ。見に来てください。それは、ワン・ツー・ステッ
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プです。ホップ・ステップ・ジャンプのホップはどこにあるのか、それは、あわら

温泉にあるんですね。６０万人、ちょっと減ったんですけど、昔は１００万人。入

湯税も少し減ってしまって顰蹙があるんですが、それならどんと増やせばいいんで

すよ。湯布院なんか日帰り含めて４００万人だと。どうやって４００万人行くんで

すか。別府が４００万人ですごいなと、我々、観光業者は言ってました。湯布院で

４００万人ってあんな小さいとこに４００万人泊まれるわけないじゃないですか。

日帰りなんですよ。まち歩きなんですよ。その人たちが全部、地元の商品を買いあ

さっている。宅急便に入れて送る。湯布院行きましたよ。うわぁ、湯布院いきたい

な、また、リピーターがどんどん増えてくる。まちづくりというのは、行政に手を

組まないで、さあ、ソロバン勘定で銀行じゃないけど金勘定して、ああなんだ、そ

うなんだと、だめなんです。起爆しなければいけない。起爆するということはどう

いうことか、我々の中でもいわゆる、お酒を飲んで騒ぐように起爆しなければいけ

ない。そういうような状況。いわゆる作家さんが、命を削って作り上げた作品を一

人でも多くの方々と出会わせる。そして、作家の元に行く。ああ、こうやってガラ

スを吹いてるんだ、作ってるんだ。その店舗を、ウィンドウをですね、作らずにで

すね、さあ、来てちょうだいよ、それはだめだよ、ということをこの前の常任委員

会でもきつくお話をさせていただいたわけでございます。あと、３分ありますが、

そういうことでですね、作家さん達が命を削って作り上げた一人でも多くの出会い

のチャンスをあげることが我々、行政の仕事、バリアを取り除くことじゃないか、

とそれが行政じゃないか。私は、何のしがらみもなくそのことを申しあげたい。よ

うするにあわら温泉というものは閑散としている。だからだめなんだよ、もう引き

上げようじゃないかと、売っちゃおうじゃないかと、逃げていこうじゃないかと、

それじゃだめなんです。そういう逃げの姿勢というはだめなんですね。ですから、

我々が金を落とさなくても、使わなくてもいい、ねぇ、市長、金を落とさなく、使

わなくてもいい。知恵でがんばろうじゃないかと、じゃ、どうするんだと、そうい

うことを力強く私はちょっとがなり過ぎて申し訳ないんだけども、癖なもんで申し

訳ございませんけど、そういうことでですね、ちょっとお許しいただいてですね、

最後の一つ市長の生の声をですね、こうあった方が良いなと、やっぱり、良いもの

は良いなとか、過去の奥様と行かれたすばらしいところを検証してですね、心の中

に浮かびあげて、そこがあわらなんだと、あわら温泉なんだと、汽車が走ってぽっ

ぽっと、そういうことでございます。ちょっとふざけた話になって、たいへん申し

訳ないんですが、私もここ４年間で一生懸命がんばってますんで、これからがんば

れるかどうかわかりませんけれども市長は、繋いでいただくわけでございます。是

非、よろしくお願いしたします。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 
○議長（東川継央君） 市長、橋本達也君。 
○市長（橋本達也君） 関山議員は特に旅館経営者というお立場もありますから、何と

かあわら温泉を何とかしたいという、たいへん強いお気持ちを持っておられると思

います。勿論、理解します。私もやはり少し元気がない、なくなりつつあるあわら

温泉の体制づくりには、しっかりいかなければならいと思っております。この中で

一つのご提案だったと思いますけれども、観光資源として金津創作の森も考えるこ

とができるのではないか、というご指摘だった思います。私もそのように思います。

創作の森は、創作の場であり、芸術の場であり、市民の憩い場でもあるわけですけ

れども違った角度から見れば観光資源として私は、非常に大きなポテンシャルを持
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っているのだというふうに思っております。今、現在でも何軒なの旅館の方々から

創作の森の方にお客様も送り込むことについてのいろんなご意見やらご要望をい

ただいておりますので、そういうことについて、またできるだけ努力をしていかな

ければならない、と思っております。また、議員ご提案のように創作の森にあるい

ろいろな作品をですね、芸術家の方が一生懸命作られた作品を例えば、空き店舗を

利用する等してですね、市民の方々、観光客の方にも楽しんでいただくような方策

はないか、というご提案は確かに私も十分検討に値するご提案だろうというふうに

思っております。それも一つの方法ですけども、基本的には、やはりもうちょっと

大きな視点であわら温泉の再生ということを考えなければならないと思います。先

だっても県庁の方に出かけた折にですね、福井県の方から直接、あわら温泉の元気

が出るような一つチームを作り上げてですね、担当課の方で十分一つ検討してもら

いたいと県としても十分応援するからというよう特段のお言葉をいただいたとこ

です。先程来、何度も申し上げておりますけども行政だけでですね、なかなかでき

るものでありませんので、ただ、いろんな方々と各種団体の方々と協力しながらソ

フト面を含めてしっかりした構想を仕掛けていかなければならないと思っており

ます。ただ、一つこれは、あえてお願いでございますが、旅館組合とかですね、観

光協会とか、直接、観光に携わっておられる、直接、利害関係のある団体の方々に

も是非ですね、積極的にですね、これらの温泉街の再構築へのご支援なり、これは

支援というよりも、直接、ご自身に関係することでありますので積極的にですね、

むしろ行政をリードして行くぐらいの積極性を一つ出していただくべきですね。ま

た、目標に持っていただければと思っております。 
（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（東川継央君） ７番、関山博夫君 
○７番（関山博夫君） １分４５秒だけ私に時間をください。山代温泉なんかも最近､

低迷してますけど、旅館、開けてます。門戸を開けてます。いわゆるウィンドウに

全部来ています。いわゆる作家のものが全部入ってます。ですから皆さんもですね、

ようするに旅館は、ああだ、こうだ言わないで旅館に来てここまずいよ、ここはこ

うした方がいいんじゃない。いわゆる、いろんな提言をですね、していただいてで

すね、それでもだめだったらもう引いていただければいいんじゃないかな。我々も

それでもう力尽きてしまうわけでございますから、その前になんとか行政の方々、

ここにいらっしゃるおできになる方々、やはり英知を絞ってですね、なんとかしよ

うじゃないか、このバリアを取ろうじゃないか、ということをがんばればですね、

今、世の中は、激動しているわけですけどもその激動の中でですね、世の中どうな

るかわかりません。与党が勝つのか野党が勝つのかわからない。わからないけど一

概にも岩なって一枚岩になって進むんだという不退転の気持ちでですね、この苦難

の時代をですね、乗り切っていかなければならないんじゃないかな、というふうに、

時計が回っておりますのでこの辺りでですね、私のつたない質問をさせていただい

たことに対して深く感謝を申し上げますので何とぞよろしくお願いしたいと思い

ます。 
ありがとうございました。 

○議長（東川継央君） 暫時休憩いたします。なお、午後は１時１０分、再開をいたし

ます。 
（午後 12時 07分） 
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◇坪田正武君 

○議長（東川継央君） 再開します。 
（午後１時 12分） 

○議長（東川継央君） 続きまして通告順に従い、9 番、坪田正武君の一般質問を許可
します。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（東川継央君） ９番、坪田正武君 

○９番（坪田正武君） 通行順に従い、９番、市政会、坪田正武、一般質問をさせてい

ただきます。なお、本日は多数の一般質問がエントリーされておりますので前文は

省略させていただき、さっそく本題に入ります。 

   質問内容は、防災行政無線についてであります。先月、発注されましたあわら市

防災無線の実施設計業務で発注仕様書では、ＭＣＡ無線方式で設計計画とのことで

ありますが、何故ＭＣＡ無線方式なのか。本件の特徴と欠点を教えて欲しい。一般

的な行政無線にしなかった理由は何故なのか。また、県との連絡体制はどのように

するのか、同じく消防署との連絡方法はどのように対応するのかを教えていただき

たいと思います。 

   次に同じく先月に入札されましたあわら市防災行政無線実施設計業務に設計価

格６２７万１千円に対し落札金額３０万円と率にして４.７％と考えられない価格

で東海システム設計が落札するも本件を踏まえて当設計の発注仕様書の内訳で人

件費は何工数見ているのか、また１人当たりの単価はいくらか教えていただきたい。

この実態を踏まえて何が考えられるのか市長の所感も伺いたいと思います。 

   以上であります。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（東川継央君） 副市長、北島善雄君。 

○副市長（北島善雄君） 坪田議員のご質問にお答えをさせていただきます。 

本市の防災行政無線の整備状況につきましては、議員ご承知のとおり、旧芦原地

区のみが平成１２年度にアナログ方式での同報系防災行政無線を整備していると

ころでございます。 

また、移動系の防災行政無線につきましては、旧両町ともに整備されてはいるも

のの、老朽化が著しい現状でございます。また、現在２波使用している周波数を、

平成２１年度までには統一するよう総務省より求められているところでございま

す。 

このことと併せて、災害時の迅速かつ正確な情報伝達を図るために、市内全域に

同報系防災行政無線を整備するものであります。 

そこで、１点目の、防災行政無線を新たに整備するに当たり、なぜＭＣＡ無線な

のかとのご質問ですけれども、これにつきましては、当初予算案の審議等の中でも

ご説明申し上げてきたとおりでございます。 

まず、デジタル式の同報系防災行政無線を整備するには、高額な整備費が必要と

なるうえ、補助制度が廃止されており、これと比較すると、ＭＣＡ無線の整備費は

２分の１以下となる見込みでございます。 

また、アナログ周波数の使用制限が近づく中、総務省においては、ＭＣＡ無線を

同報通信に採用することについて、規制緩和をいたしております。 

次に、阪神淡路大震災を始め、新潟中越沖地震、福岡県西方沖地震、高知水害等
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大規模災害において、移動系ではありますが、ＭＣＡ無線は十分な機能を発揮して

いるという実績があります。 

このようなことから、本市におきましては、災害に強く、費用負担の少ないＭＣ

Ａ無線を採用するに至ったものであります。 

なお、災害時における県との連絡につきましては、現在、防災行政無線によるも

のではなく、防災ファックスのほか、福井県災害情報インターネットシステムや電

話により行っているところであります。 

次に、２点目の防災行政無線実施設計の業務についてのご質問にお答えいたしま

す。 

 当該実施設計業務に係る指名競争入札につきましては、去る７月２４日に執行い

たしております。 

入札は、実績のある県外の６業者を含む９業者を指名し執行したもので、その結

果、愛知県名古屋市の株式会社東海システム設計が落札し、７月３０日に同社と消

費税抜き価格３０万円で委託契約を締結しております。 

議員ご指摘のとおり、設計価格６２７万１千円に対する落札率は４.７８％とな

っており、私といたしましてもあまりの落札率の低さに驚いているところではあり

ます。 

なお、当該業者におきましては、東海・北陸エリアを中心に防災行政無線の調査

設計業務の実績を持っておりますが、ＭＣＡ無線については、このエリアにおきま

してはどこも実績がないものであり、今後のＭＣＡ方式の普及を見込み、業務実績

を得たいがために今回のような結果になったものと考えております。 

ところで、来年度にはこの実施設計を元に工事を行い、平成２２年度の供用開始

を予定しておりますが、当該業者については、この工事には参加できないことにな

っております。 

また、設計書における人件費については、設計協議で１２人工、現地踏査で４２

人工、設計計画で８人工、施設検討で１４人工、設計で３０人工など合計１３１人

工となっており、この業務のほとんどが人件費での積算となっているものでありま

す。 

ちなみに、人件費については、国土交通省の平成２０年度設計業務委託等技術者

単価を適用しており、一人当たりの単価は約３７,３００円となっております。 

いずれにいたしましても、当該業者からは、仕様書に記載のとおり誠実に履行す

るとの確約を得て契約を締結しているものであり、本市といたしましては確実に業

務の検証を行って参りたいと思っておりますので、ご理解をいただきますようお願

いを申し上げます。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（東川継央君） ９番、坪田正武君 

○９番（坪田正武君） どうもありがとうございました。ちょっと質問はですね、ＭＣ

Ａ無線ということと、あとの入札と２つにわけてちょっと質問をさせていただきま

す。先ずですね、このＭＣＡ無線、これ別に私は決して悪いと言っているわけじゃ

ないんです。ＭＣＡ無線の方式はですね、２０数年前は、一般的な簡易無線、いわ

ゆるタクシー無線とかですね、一般の運送業だとか、自分とこの自社のとこにです

ねアンテナを立てて、いわゆる４ｋｍなり７ｋｍ、１０ｋｍ以内をですね交信する

ために非常にそういった簡易無線、いわゆる１５０ＭＨｚだとか４００ＭＨｚ、こ

ういうものが非常に一般的に通用してきたんです。ところがですね、携帯無線が出
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てからは、このＭＣＡ無線は非常に水を引くように衰退していったんです。当初も

ですね、ＭＣＡ無線方式は、皆さんご存知かどうかわかりませんが、私、仮にＭＣ

Ａ無線がどういったものだろうということをですね、ご説明しないとちょっと意味

がわからんと思うですけども、知ってる方においてはですね、釈迦に説法なんでわ

かってるという方は黙って聞いていただきたいと思うんですけど、ＭＣＡ無線方式

というのは、今の例えば芦原庁舎ですと自分の屋上にアンテンを立てて、いわゆる

四方八方に子局と親局とですね、通信をする、ところが山の陰なりですね、ビルの

陰になりますと通信機能が非常に音信不通になる、ということでこのＭＣＡ無線と

いうのは実はその庁舎からアンテナはどこへ出すかといいますと、今の足羽山の上

にアンテナがあるんですね、足羽山の山から各方面に電波を発して、だから福井県

内のどこにいても繋がってくるわけです。当時、そういったところでいろいろ聞い

てみますと足羽山からですね、能登半島、越前海岸、しいては敦賀までですね、Ｍ

ＣＡ無線で通話ができたというぐらい通信網が上手くできたんです。そこまでは、

いらないというかも知れませんけども、そのＭＣＡ無線というのは一局当たりいく

らかの使用料を払うわけですね。いわゆるこれ、ＮＴＴと同じように一回線当たり

いくらかの利用料金を払って通信をする。ところがですね、あくまでもこれはお互

いに自動車の運転席以内と通話できないもんですから、非常に好評だったんですけ

ども、その携帯電話が普及をしてからですね、もう水を引くようにですね、一般の

企業はＭＣＡ無線を使うということはあまりないです。現にあまり聞いておりませ

んし、皆さんよく外へでるとですね、アンテナを３本立ってるような、どう言うん

ですかね、立ってるのは、普通一般の簡易無線なんです。四角い名刺の大きさのよ

うな平べったいＭＣＡ無線のアンテナがあるんですけども、先ず町にそのアンテナ

が立っていないです。ＭＣＡ無線は、今度あわら市に立つんでしょうけど、実は何

を言いたいかといいますと、ＭＣＡ無線がこんだけ衰退しているということは、作

ってるメーカーも限られるんですよ。もう１社、２社なんです。１社、２社という

ことはですね、こんだけ需要がないということなんですね。需要がないということ

は、いわゆるメーカーはですね、いわゆる技術革新がないわけですね、お互いにラ

イバルメーカーがあればですね、技術革新して、いわゆる切磋琢磨しながら良いも

のは向上していくんですが、１社、２社であればですね、こんだけ跳ぶよ、とこん

だけ通話が良いよ、となればですね、そういうような進歩はないということが考え

られるわけです。常にライバル定礎があればですね、１番の原因は何かといいます

とですね、昔皆さんご存知のようにワープロ、ワードプロフェッサーはですね、も

う皆さん、みんな使ってると思うんです。ところがウィンドウズ９５が出てからで

すね、今ではワープロなんて、もう買おうにも買えないんです。もう需要がないん

です。私もまだ持ってはいるんですけども、昔ワープロでやった方は、まだそのな

ごりがあってですね、とても新しいパソコンにはついていけないということで文書

作る方は、ワープロでまだ作ってるんでしょうけども、もう市場には売っていない

んです。こんだけ、市場が求めていないんですね、もう一つは、今後も考えられる

ように地上デジタル放送、いわゆるブラウン管方式のですね、いわゆるアナログ方

式はもう使えませんよ、といわゆる全部、地上デジタル、となれば市場も認めるわ

けですから、そういったアナログ方式のですね、テレビはもう売れない。それぐら

い電機業界のですね、技術というのは毎日のように切磋琢磨しながら増えていくん

です。ということは、ＭＣＡ無線は、当然需要はあるでしょうけども、そんなもの

は、ばんばん売れる需要じゃないんですね、ある特定のものがいっぺん入れば、こ
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れは何年かそんで十分通用できますから対応できる。テレビならすぐ入れ替えもす

るでしょうし、パソコンならそっち入れ替えするでしょうけど、まあ無線機いっぺ

ん入れれば出すね、１０年はもつでしょう。私が心配しているのは１０年後あった

ときにですね、企業がまだそれを作っているんか、くれんかと、企業もですね、慈

善事業じゃないです。儲からないものは全部きってしまいます。一番近いところで

はですね、今、言ったワープロ、白熱電球、これも生産やめました。もう白熱電球

の需要なんてないんです。今、皆さんもっているのは、今のうち本当に買っておか

ないとだめかもしれませんけど、白熱球は、もともと蛍光灯とかですね、サークラ

イン、いわゆる省エネに基づいたそういった機械のものを作っていく、これはもう

今の流れであり、いろんな京都議定書にあるような省エネ関係になっていくわけで

す。私が思うんでは、そういった市場からずれていっているものを今後１５年経っ

た時に、そのメンテが上手くいくのかと、ちゃんと供給できているんか、というこ

とをお尋ねいたします。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（東川継央君） 総務部長、神尾秋雄君 

○総務部長（神尾秋雄君） ただいまの再質問にお答えをいたしたいと思います。 

   我々、総務課の方でですね、この防災無線、ＭＣＡ無線を採用するにあたりまし

ていろいろと情報を仕入れているわけですが、メーカーについては現在３社ある、

という具合に伺ってるわけでございます。坪田議員のお話では、１社から２社とい

うことで、１社ぐらい停滞したのかな、撤退したのかな、というような感じでござ

いますけどもいずれにいたしましても現在ですね、防災無線につきましては、なか

なかデジタル化が進まない、ということですね、このＭＣＡ無線が阪神大震災の時

に大活躍をした、ということで国の総務省もですね、このＭＣＡ無線を防災無線に

無線に採用することについては、規制緩和をしていきている、とういうことでござ

います。そういった中で全国的にですね、特に福岡県当たりはですね、この防災無

線をＭＣＡを中心にした無線整備を行っているということでございまして、今後、

そう言った形は全国的に普及するんじゃなかろうか。という具合に考えているとこ

ろでございます。 

福井県には、国見岳にその防災無線のアンテナがございまして、財団法人の近畿

移動無線センター、というところが施設を利用いたしまして整備することによりま

してですね、あわら市が独自に統制局を持たずにですね、中継局、そういったもの

を持たずに既存のそういった施設を利用することによりまして、先程副市長、答弁

がありましたようにあわら市独自のそういったデジタル無線化に比較しますと４

億５,０００万円程のこの経費面でも節約ができると、そういった大きなメリット

もございまして、今回採用することにさせていただいたわけでございます。いずれ

にしましても何か隣の坂井市もですね、できればそのＭＣＡ無線を活用した防災無

線の方式を考えたい、というようなことも言っているようですが、そういった形を

今後、普及するという具合に考えておりますし、またそういった将来メンテナンス

の面もですね、そういった設備がどんどん普及していけば当然、対応してもらえる

ものという具合に考えておりますのでよろしくお願いします。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 
○議長（東川継央君） ９番、坪田正武君 
○９番（坪田正武君） 意味はわかりました。実はね、このＭＣＡ無線というのは、い

わゆる他人の設備なんですね、我々、電話をかけるのはですね、必ずＮＴＴになり、
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どっかの会社を使って電話をかける。いわゆるＮＴＴの回線使って我々、電話をす

るわけですね、ＭＣＡ無線もですね、今おっしゃったように国見岳のそれを使って

やるわけです。一番心配するのはですね、そこがじゃ辞めたよと、もう需要がない

から辞めたよとなったらどうなるか、これは、ちょっと私の過剰的な思い過ごしか

もしれませんけども、いわゆる他人の設備を使ってやるちゅうことは、他人が需要

がないから辞めたとなった場合、非常に困るわけですね、今のように坂井市ももう

皆が皆、やってくれてもですね、所詮数は知れてるんですよ。そういうことでＭＣ

Ａ無線で走っているから、私、心配するのは、こういうこともあるよ、ということ

でちょっとしますとですね、その伝達方式がもう辞めたよ、となった時に一番困る

んで、災害対策基本法第５条によるとですね、市町村は、基礎的な地方公共団体と

して、当該市町村の地域並びに当該市町村の住民の生命、身体及び財産を災害から

保護するため、関係機関及び他の地方公共団体の協力を得て、当該市町村の地域に

係る防災に関する計画を作成し、及び法令に基づきこれを実施する責務であるとあ

る。これまでのことを実現するとなると他人の回線で構築することはですね、万が

一それがダウンした時には無線は走らないということなんですよ。これは福井県の

防災無線は単独で設備してるわけですね、何がそれ心配かといいますとですね、災

害になるとよく携帯電話が繋がらないと聞くと思うんです。皆が皆、自分の安否な

りですね、家族なりの方に電話をしてパニックになってしまうんですね。普通のい

わゆる公衆電話の方が繋がるよ、と言っているぐらい皆が電話するもんだから、災

害あったときは先ずそこへ繋がる。私も遠方にそういったことがあってですね、電

話したことがありますけど、先ず繋がらない。ということは何かというとＭＣＡ無

線を使って災害が起きたらＭＣＡ無線はみんなそこへ集中してそこへ交信するわ

けです。それは、今いうように坂井市も作ればあわら市も全部やるわけですね。何

を言いたいかと言いますとね、ＭＣＡ無線というのは１回通話５分間、５分以内し

か通話できないんですよ。皆が通話するためにこれカットしてしまうんです。無条

件で。実はお前どこやっと言っているうちにですね、５分間過ぎてしまったらです

ね、次の時はもう自分の手持ちでいくら交信しても入ってこないんです。空いた回

が最呼び出し、最呼び出しでやらないと継続してできないんです。専属の無線機に

ならばお互いに話が納得いくまで通信が可能なんですけども、ＭＣＡ無線の欠点と

いうのは、いわゆる昔で言うと公衆電話ですね、１０円間３分で話したら終わるみ

たいで、あれはお金さえ追加しれば、すっと継続して話できますけど、ＭＣＡ無線

というのは、時間で切れてしまう。肝心の一番肝心のときにですね、何もできない、

とこれが非常に大きなね、欠点になるんで、これを今、答弁を求めてもですね、専

門じゃないんで、お答えできないかもしれませんけども、そういうね、非常に苦し

い災害時は皆、無線すると思うんです。中央から読んでも飛ばない。お互いに入っ

てこない。ということが非常に緩和される。それと、今、さっき部長がおっしゃっ

たですね、その作ってるメーカーが、私の方では２社しかないんですけども、２社

ということはですね、独占企業もそのメーカーしか発注できないとなるわけですね。

何社も作っていれば同等品のものですね、再度、今度構築なり更新するときには、

ちょっと他のメーカーも考えてみようかと、こういう機能も持っているよと、なり

ますけども、２社か３社ではそんな大きな技術革新はないなと、そんなことをお聞

きするわけです。今のことは、そういうことで質問だけしまして、２番目のですね、

最低３０万円の落札ですね、このことをちょっとお尋ねをいたします。先程ですね、

その前にちょっと最低制限価格を設けなかった理由と、いわゆる低価格入札なんで



 53 

これの審議はしたんでしょうか。 
（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（東川継央君） 総務部長、神尾秋雄君。 
○総務部長（神尾秋雄君） 今回の入札につきましては、議員ご指摘のとおり最低制限

価格は設けてございません。と申しますのは、あわら市の入札制度の中でですね、

いわゆる条件付き一般競争入札、これに関わるものにつきましては、最低制限価格

を設けるという規定を設けておりますが、それ以外の指名競争入札につきましては、

原則として制限価格を設けない、というシステムになっている関係上、今回の入札

につきましても制限価格を設けず入札執行したところでございます。 
（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（東川継央君） ９番、坪田正武君。 
○９番（坪田正武君） 設けなかったということで落札したんですから、それはどうし

ようもないと言い方はおかしいですけども、そうなんでしょうけども、先程、副市

長の答弁の中にですね、必ず確約してやるよと覚書というか、約束しているのか、

それとも約款でそういうことで縛りをかけているのかだけをお聞きまします。 
（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（東川継央君） 総務部長、神尾秋雄君。 
○総務部長（神尾秋雄君） それからですね、この入札執行におきましてですね、入札

結果につきましては、指名審査会委員会においても結果を報告しまして対応等も協

議をいたしているところでございますけれども、業者とのですね、この落札後のい

ろいろこの３０万円で落札した経緯等も伺った上でですね、まず大丈夫であろう、

という判断をしたわけでございます。と申しますのは、先程、副市長の答弁にござ

いましたようにやはり営利企業でございますので、今回３０万円でですね、先程の

人件費ですね、単純計算しますと５００万円近くの人件費があろうかと思います。

それをあえて３０万円で落札して大丈夫か、ということが我々も非常に疑問をもっ

たわけなんですが、やはり営利企業でございますから、今回は損をしてもですね、

将来的に損して得するといいますか、将来の布石といたしまして、この東海北陸地

域でですね、防災無線の設計実績という足がかりをつけたい、ということでこれも

万全を期して会社の生命をかけてやります、ということでございますので我々はそ

の言葉を信頼いたしまして契約を結んだということでございます。 
   それから、当然、約款でもですね、そういった契約行為の不履行につきましては、

当然いろんな規定がなされているところでございますので、約款に基づいて今後の

ですね、履行に異論が生じれば処置を講じていく、ということになろうかと思いま

す。 
（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（東川継央君） ９番、坪田正武君。 
○９番（坪田正武君） ちょっと今の話には矛盾があるような気がするんですね、昔よ 
く１円入札というのがあったと思うんです。これが各コンピューターメーカーがで

すね、例えばどっかのソフトウエアー、いわゆる図書館だとかですね、そういうと

ころで１円入札やったことが良く耳にした。それはね、メーカーがしたんですね、

１円入札というのは、何故それをするかというと、１円にしても必ず次の本当のそ

のメーカーしかできない、その、メーカーしかできない仕様書を作成するために、

あとでいわゆる損しても得を取れというようなことで１円入札をやったのが過去

の実績、いまでもたまにそれが見受けられますけどもよくあった。大手メーカーで
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ありましたですね。今回のこの３０万はですね、ここは損しっぱなしなんですよ。

メーカーじゃありませんからメーカーならですね、次の時にこれはもう寿命きてま

すから、新しいスタートできましたから更新しましょう、とかですね、こういうこ

とのいろんなことのソフトなり、特徴ができましたから入れ替えしましょう、とい

うことで、いつかその今の補っていきますけど、設計事務所がいつ元をとるか、と

れませんよ。損しっぱなしです。それは、皆さんかって、わかってると思うんです。

その所感を踏まえて市長の所見をちょっとお聞きします。 
（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（東川継央君） 市長、橋本達也君。 
○市長（橋本達也君） 私もこの落札率の低さにたいへん驚きまして、何故か、という

ことは当然ですけども職員とも相談いたしました。基本的には、副市長が答弁した

ような地区でのですね、足がかりということがメインなのかなというふうに思って

おりますけれども、問題は設計をした場合にですね、足がかり的な将来の利益とい

うことだけではなくてですね、他の利益がどっか考えられるんじゃないかなと、こ

れは何とも言えませんけれども、ひとつ私としては、チェックといいますか、きち

んと見ていかなければいけいないと思いますのは、設計した金額そのものがですね、

社会通念上妥当な金額がどうかと、単価が、その辺のチェックはこれはしなきゃい

けないなと思っております。設計ができた段階でそれぞれの単価等が妥当なものか

どうかということについて、これはなかなか専門的な問題ですので難しい面もある

かもしれませんけども場合によってはですね、多少経費をかけてでもですね、単価

そのものの妥当性のチェックをかけなければならないなと、そういうふうに思って

るところです。 
（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（東川継央君） ９番、坪田正武君 
○９番（坪田正武君） 私がちょっとお尋ねしたかったのは損をしているどこで得を取

るんかな、ちゅうことを市長の考え方でどこを取るのかを聞きたかっただけなんで

すよ。それは勝手に東海システムが札を入れたんですから、そこんとこは行政側と

してはですね、コントーロールできないと思うけど、彼らが言ってる、後で得を取

るんですよ、いや、得というか何かで補うんです。と聞いているからね、じゃどこ

でするんかなと、いうことを聞きたかったんで再度お聞きします。 
（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（東川継央君） 市長、橋本達也君。 
○市長（橋本達也君） 先ず、得といいますか、ビジネスとしてですね、先ず、一つは

足がかりをつけたい、ということだろうというふうに想像されます。もう一点目は、

今、私あえて単価というふうに申し上げましたのは、あまりちょっと専門的なこと

がわかりませんけども設計をする前にどこのメーカーを使うかということも恐ら

く問題になってくると思います。どこのメーカーでも可能のような設計ができるの

かですね、あるいは特定のメーカーのものしか使えないような設計になるのか、そ

の辺はやっぱりちょっと私としては、気になるところではあります。従って、先程

申し上げましたようにその単価自体をですね、再度これはチェックをかけないとい

けないな、というふうに思ってるとこです。 
（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（東川継央君） 総務部長、神尾秋雄君 
○総務部長（神尾秋雄君） ちょっと補足をさせていただきますが、今回、低価格で応
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札して、将来回収できる可能性がない、というお話でございます。今回、このＭＣ

Ａ無線による防災無線の実施設計業務の業者選定を行うにあたりましてですね、Ｍ

ＣＡ無線でのその設計実績のある業者ですね、これをいろいろと調査したわけなん

ですが、なかなかございません。正直申し上げまして、そういうことで今回通常の

デジタル無線ですね、統制局それから中継局を持つ、そういった設計実績のある業

者がほとんでございます。中には、九州の方でですね、ＭＣＡ無線を実際設計施工

したという業者も入っておりますけれども、それ以外は、ほとんど実績がない業者

ばかりでございます。そういった中で今回、ここででね、足がかりをつければ、や

はり、この北陸東海地域でそういう実績を持つ業者がいるということになればです

ね、今後、指名が確実に得られるであろうと、そういう入札のチャンスが増えるわ

けでございますので、そう言ったことが一つ今回のこの低価格入札の結果が生まれ

たんじゃなかろうかとそういうような思惑があるんじゃなかろうかという具合に

判断しているところでございます。 
（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（東川継央君） ９番、坪田正武君 
○９番（坪田正武君） 入札する業者はですね、実績ほしいんですよ、それは、こうい

ったコンサルばかりじゃなくてですね、必ず、市から要請がかかる業者においては

ですね、多分、２番札も３番札もですね、安い金額で私は来ているじゃないかと思

います。それは、皆、実績がほしくてやってるんです。私が言いたいのは、どこで

損をしたのを得を取るんかな、ということをお尋ねしたかったのが先程、市長の答

弁があったようにね、実はそのことなんですよ。特定メーカーを決めるんじゃない

か、ということなんですよ。だから設計施工の中にですね、そのメーカーにしかで

きない仕様書、いわゆる、ある文言をいれればですね、これは特にそのメーカーし

か発注できなくなる、ということはおのずとですね、入札執行の時にはですね、そ

のメーカーが今、談合だとか、いろんなことが言われてますけど他が札を入れない

んですから、それは設計に近い金額で応札しますよ。それで取れて落札するのが目

に見えてるわけですよ。だから、このコンサル会社は、私の憶測ですよ、憶測です

けどもこれはメーカーとつるんでる証拠ですよ。これを通称ですよ、業界用語では、

「いろをつける」と言ってるんですね、いわゆる特定メーカーしかできない仕様書

を一項目すればですね、それはそこのメーカーしかできないわけですから、それが

一番懸念される、懸念されるということは、高い買い物になってしまうということ

を言いたかったわけです。確かにＭＣＡ無線は、相対的に安いかもしれませんけど

も、そん時、またケンカ入札に出来るほどですね、各メーカーが安い金額を出せば

良いですけども、２社か３社しか作ってないものをどこでケンカしますか。１０社

もあればね、それはね、皆、お互いに応札するでしょうけどもそこが私が一番心配

することは、最後のそのＭＣＡ発注の時に高い買い物につくんじゃないかというこ

とを懸念されるんで、従事そこはですね、後ほど進行計算の時にですね、このメー

カーは、どこのメーカーでも採用できるんだな、というやっぱり共通した仕様書を

ですね、できるようにするのが行政なり、その監査委員の仕事ですからところが、

専門じゃありませんからね、実は、ある項目が実は、それが一番のいわゆる、ある

特定メーカーの数字かもしれませんし、わかりませんけどね、そういうことを十分

一つ注意していただいて今後のそれに培っていただいて、私、ＭＣＡ無線が悪いと

言ってるんじゃないです。いくつもそれはありましたけども、そういうことを含め

て言ってます。ただ単純にですね、さっき１３１人で３万７千円、本当にこんなで
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かいの、これは僕はね、妥当だと思うんですよ。多分これはね、現地で電波試験も

するでしょうし、あちこち車乗り、歩いてですね、そこで電波が飛ぶ飛ばない、い

わゆるいろんな、電波の調弦もしながらやっていくでしょうから、現地調査も含め

ているんでしょうから、設計そのものは、僕は、そんなに過剰じゃなかったような

気がします。これは私の憶測ですけど、以上を踏まえてですね、一つ設計も含めて

いずれ発注の時にですね、そういった特定メーカーにならないような、そういった

一つ発注方法なり、仕様書を作っていただくことを祈願して質問を終わります。 
   どうもありがとうございました。 
 

◇卯目ひろみ君 
○議長（東川継央君） 続きまして通告順に従い、１４番、卯目ひろみ君の一般質問を

許可します。 
（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（東川継央君） １４番、卯目ひろみ君 
○14番（卯目ひろみ君） 通告順に従いまして、多目的広場についての質問をいたしま
す。芦原地区には、えちぜん鉄道あわら湯のまち駅近くに多目的広場という約２,
０００坪くらいの広さの広場があります。夏まつりが終わってみますと、街の中心

に何もないただ広いでだけのこの場所、またこの空間があるおかげでまちの中に人

が集 
まる場所がある、ということのそういうありがたさが良くわかります。 
でもですね、普段の広場を改めて見回してみますと、普段はぐるっと柵とロープが

張られているんですね。入り口には、いつ頃からですか、工事用のガードっていう

んですか、そういうものが置かれています。どんと置かれています。中を自由に人

が行き来きしているとか、入られないようなそういう雰囲気があります。メインと

いうか、中央の通りから見まして、広場の右奥の方に、屋台村が並んでいるんです

けれども、あの場所でなければならない、というそういう理由は多分あるのだと思

います。だからそこにできているんだと思うんですけれども、それはそれなりなん

ですが、でも、一般の人達からは、そういう詳しいことというのは分からなくて、

屋台村か何か、すみっこにこうあるような感じがするんですね。また、看板とか案

内板もありますが、夜はどっちかというとちょっと暗いんですね、さびしい感じが

するという声を良く聞くんです。 
今、張られている柵とかロープとかはお昼に見ますと、かなり古くなっていて景

観上といいますか、ちょっと何と言いますか、そのまちの真中にある広場を管理す

る上では、ちょっと何か中途半端な感じで、人通りが確かに多くはないかもしれま

せん。メインの通りでも、でもまちのその真中にあるので何か景観上、ちょっと見

た目が良いとは言えません。質問なんですが、本当に素朴な質問なんですが、その

柵がしてある理由っていうのは何なのでしょうか。それから、それを取り外すこと、

というのはできないでしょうか。また、その他に何かその広場っていうのは目的っ

て言うんですか、そういうものがあるのでしょうか。もう一つは、土曜市等が開か

れて、それは、大変良いことだと思います。あそこが使えるということは、良いこ

とだと思うんですけれども、その柵があるために、ガードの部分の僅かな所からし

か中に入っていかれないもんですから、入りにくいっていうんですかね、そういう

声も良く聞くんですね、それで、私はその道路に面して、お店にが、こう道路側に

向いていれば、また、その人の出入りがあるというんですか、そういうひと工夫と
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いいますか、そういうのがあっても私は良いのじゃないかと思って、今回本当に素

朴な質問なんですが、質問させていただきました。よろしくお願いいたします。ま

た、市の多目的広場の使用方法をこれから、どんなふうに考えておられるのか、ま

た、そういったことも是非、お聞きしたいと思います。 
（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（東川継央君） 市長、橋本達也君。 
○市長（橋本達也君） 卯目議員のご質問にお答えをいたします。 

ご承知のとおり、多目的広場は、あわら湯のまち駅周辺の「まちづくり整備の核」

として、合併前に芦原町が取得したものでありますが、現在、その整備方針は確定

しておりません。 
従いまして、夕市の開催や屋台村、更に、えちぜん鉄道利用者のパーク＆ライド

駐車場などで、広場の一部を暫定的に活用しているところであります。 
そこで１点目の、柵の設置に関するご質問でありますが、広場の管理上、不法駐 
車を防止する必要があることから、柵を設置しているもので、現時点では撤去する

ことができないと考えております。 
次に、夕市の開催において、道路に面して店を並べてはというご質問であります

が、夕市に訪れる人を、走行する車から保護をし、夕市の周辺を安心して散策して

いただくためには、広場の中で開催したほうが、お客様の安全確保の点から良いの

ではないかと考えてのことでありますので、ご理解をいただきますようお願いいた

します。 
最後に、多目的広場の今後の活用についてでありますが、今日まで、合併前の「有

楽荘跡地検討委員会」の検討や地域再生マネージャーによる検討など、観光行政の

視点から、様々な議論を重ねて参りました。 
しかしながら、先ほど申し上げましたとおり、明確な整備方針が定まっていない

のが現状であります。 
今後、あわら温泉街の活性化に向け、どの様な整備をしたらよいかを十分検討し、

進めて参りたいと考えております。 
（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（東川継央君） １４番、卯目ひろみ君 
○14番（卯目ひろみ君） 今のお答えは、結局、柵が取り外せない、というそういうこ
とかな、と思うんですが、例えば、あの場所を、例えば、夏祭り何かですと、お祭

り実行委員会というんですか、そういう方達があそこを使うわけですね、では、普

通の時に一般の人達、何かあそこで、何かをやりたいというような時には、例えば、

届け出をすれば、自由にそれを使うことは可能なのでしょうか。お聞きします。 
（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（東川継央君） 土木部長、山口志代治君。 

○土木部長(山口志代治君) ただ今の卯目議員の再度のご質問でございますが、一応こ

の駅前広場は、建設課が名目上、管理しているという立場でございますので、一般

の人のですね、使用ということに関しては、その内容によりまして、またご相談を

受ければですね、また、私どもも前向きにその使用ということを考えて参りたいと

思います。いずれにせよ、この物件につきましては、行政財産という位置付けがさ

れておりますので、午前中の関山議員さんのご質問にありましたように、いわゆる

芦原温泉街のですね、活性化というものと含めてですね、最終的に、一体的に、総

合的に利用方法を考えて参りたいと思っておりますので暫定的ではございますけ
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れども今、卯目議員さんのご質問の内容であればね、前向きに対応させてもらいた

いと考えております。以上でございます。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（東川継央君） １４番、卯目ひろみ君 

○14 番（卯目ひろみ君） 先程、関山議員がね、質問されて、その中であそこの広場の

使い方というんですか、そういうのもいろいろ聞きました。まちづくりというのは、

一つだけがどんなにがんばってもできることではありませんね、いろんな形で、い

ろんな人達が集まって、その上でやっていかないといけないと思うんですけれども、

あそこに例えば何かを建てるとか、そういうことではなくて、あの場所に例えば、

えちぜん鉄道と屋台村もリンクしてあそこで何か催し物をして、そこからまちの中

へまた広がっていくというそういう導線みたいなもの、そういうものの核になると

ころだと思うんですね、だから、私は、物を建てたりとか、そんな必要はないと思

います。恐らく、中途半端なお金もかけられないと思っています。ただ、どういう

んですか、どう言えばいいんですかね、景観が、見た目が良くないんですね、そこ

を少し、例えば、柵の仕方とか、どうしても柵をしないといけないんなら、そうい

うところにもう少しこう配慮をして、歩く人達、観光客の人達もそういう場所なん

だと、何かこう拒否されているのじゃなくて、別に中に入ってもかまわないみたい

なね、そういうやり方っていうんですか、方法っていうんですか、そういうのも考

えていただきたいと思うし、私もまた、それなりにまちづくりについては、興味も

ありますし、思いもありますので、私なりにも考えていきたいと思います。是非、

何か良い知恵があったら、出し合って良いまちにしていきたいと思っています。質

問を終わります。 

 

◇牧田孝男君 

○議長（東川継央君） 続きまして通告順に従い、１３番、牧田孝男君の一般質問を許

可します。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（東川継央君） １３番、牧田孝男君 

○13 番（牧田孝男君） １３番、牧田、通告順に従い、一般質問をさせていただきます。

本日は、１３人の通告者がおりまして、ちょうど真中です。折り返し点ということ

で、できるだけ簡単に質問をさせていただきたいというふうに思っております。 

通告、質問の内容というのは、産業廃棄物処理に関する許認可権は県にある、市

は県と連動しながら監視等にあたりたいと言っているけれども、具体的にどういう

方策をとっているのか、あるいはとってきたのか、ということをお聞きしたいとい

う、そういうものであります。 

あわら市は、旧金津町とそれから旧芦原町が５年前に合併してできた市でありま

す。 

地形上の特徴として、旧芦原町は平野部が多いのに対して旧金津町というのは深

い山間部を持っているというようなことで、地形上かなり対照的なものを持ってい

るというふうに思っております。 

その旧金津町住民であった私は、山間部を持つということでもって目立たずに不

法投棄がされやすい場所であると、いうようなことを市内外の人達から良く言われ

たことがある、というか、再三あるわけであります。 

今までに幾つかの処理施設があるいは不法投棄された可能性のある場所が悪臭




